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平 成 2 7 年 第 ７ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成27年10月21日 (水曜日)

午前10時１分開会

第３委員会室

出席委員

中 川 京 貴君委員長 新 垣 良 俊君

中 川 京 貴君副委員長 仲宗根 悟君

委 員 具志堅 透君 中 川 京 貴君

新 里 米 吉君 新 垣 清 涼君

奥 平 一 夫君 前 島 明 男君

金 城 勉君 嘉 陽 宗 儀君

新 垣 安 弘君

説明のため出席した者の職、氏名

ん環 境 部 長 當 間 秀 史君

環 境 企 画 統 括 監 古 謝 隆君

環 境 政 策 課 長 永 山 淳君

松 田 了君
環境政策課基地環境

特 別 対 策 室 長

環 境 保 全 課 長 仲宗根 一 哉君

環 境 整 備 課 長 棚 原 憲 実君

自然保護・緑化推進課長 謝名堂 聡君

平 良 敏 昭君企 業 局 長

企 業 企 画 統 括 監 上 間 丈 文君

企 業 技 術 統 括 監 稲 嶺 信 男君

総 務 企 画 課 長 大 村 敏 久君

経 理 課 長 小波津 盛 一君

配 水 管 理 課 長 石 新 実君

建 設 計 画 課 長 上 地 安 春君

本日の委員会に付した事件

１ 平成26年度沖縄県水道事業会計平成 27 年

第７回議会 未処分利益剰余金の処分につい

て乙 第 1 8 号

２ 平成26年度沖縄県工業用水道事平成 27 年

第７回議会 業会計未処分利益剰余金の処

分について乙 第 1 9 号

３ 平成26年度沖縄県一般会計決算平成 27 年

（ ）第７回議会 の認定について 環境部所管分

認定第１号

４ 平成26年度沖縄県水道事業会計平成 27 年

第７回議会 決算の認定について

認定第22号

５ 平成26年度沖縄県工業用水道事平成 27 年

第７回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

決算調査報告書記載内容等について６

3 4ii
ただいまから、土木環境委員会○新垣良俊委員長

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件、本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査についてに係る平成27年第７

回議会乙第18号議案及び同乙第19号議案の議決議案

２件、平成27年第７回議会認定第１号、同認定第22

号及び同認定第23号の決算３件の調査及び決算調査

報告書記載内容等についてを一括して議題といたし

ます。

本日の説明員として、環境部長及び企業局長の出

席を求めております。

まず初めに、環境部長から環境部関係決算の概要

について説明を求めます。

當間秀史環境部長。

環境部の平成26年度一般会計○當間秀史環境部長

決算の概要について、お手元にお配りしております

歳入歳出決算説明資料に基づいて御説明いたしま

す。

初めに、平成26年度一般会計歳入決算の状況につ

きまして御説明いたします。

１ページをお開きください。

環境部所管の歳入は、国庫支出金、財産収入、繰

入金、諸収入及び県債の５つの款からなっておりま

す その合計額は １行目の予算現額28億4496万5000。 、

円、調定額は27億8016万6994円、うち収入済額27億

8016万6994円となっており、調定額に対する収入済

。額の割合である収入比率は100％となっております

次に （款）ごとの歳入について御説明いたしま、

す。

（款）国庫支出金は、収入済額19億6953万1438円

で、主なものは二酸化炭素排出抑制対策事業費補助

土木環境委員会記録（第２号）
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金及び沖縄振興特別推進交付金であります。

（款）財産収入は、収入済額829万9623円で、そ

の内容は環境保全基金利子や産業廃棄物税基金利子

であります。

２ページをお開きください。

（款）繰入金は、収入済額４億7186万1036円で、

その内容は産業廃棄物税基金繰入金、海岸漂着物地

域対策推進事業基金繰入金及び沖縄県再生可能エネ

ルギー等導入推進基金繰入金であります。

（款）諸収入は、収入済額３億1767万4897円で、

主なものは公共関与事業推進費貸付金元金収入と動

物愛護管理センター受託金、環境保全促進助成事業

であります。

（款）県債は、収入済額1280万円で、その内容は

石綿健康被害救済制度推進事業であります。

、 。次に 歳出決算の状況について御説明いたします

３ページをお開きください。

平成26年度の一般会計の歳出は、衛生費と農林水

産業費の２つの款からなっております。その合計額

は、１行目の予算現額41億7348万6000円、うち支出

済額39億3759万3904円、翌年度への繰越額は858万

8600円、不用額は２億2730万3496円となっておりま

す。予算現額に対する支出済額の割合を示す執行率

は94.3％となっております。

不用額２億2730万3496円のうち （目）で主なも、

のについて御説明いたします。

（ ） （ ） （ ）上から５行目の 款 衛生費 項 環境衛生費 目

環境衛生指導費の不用額１億7044万9268円は、主に

海岸漂着物地域対策推進事業費におけるゴミ回収等

委託料残によるものであります。

上から８行目の（項）環境保全費（目）環境保全

費の不用額3040万1358円は、主に水質測定機器整備

事業費の備品購入費入札残、観光施設等の総合的エ

コ化促進事業の委託料の入札残及び補助金の執行

残、放射能調査費の国委託事業費の減額などによる

ものであります。

下から４行目の（項）環境保全費（目）自然保護

費の不用額1214万4073円は、主にサンゴ礁保全再生

事業の補助金の執行残によるものであります。

（ ） （ ） （ ）一番下の行の 款 農林水産業費 項 林業費 目

造林費の不用額349万5590円は、主に沖縄グリーン

プロモーション事業の補助金の執行残によるもので

あります。

以上をもちまして、平成26年度の環境部一般会計

決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

環境部長の説明は終わりまし○新垣良俊委員長

た。

次に、企業局長から平成27年第７回議会乙第18号

議案及び同乙第19号議案の議決議案２件、平成27年

第７回議会認定第22号及び同認定第23号の決算２件

について説明を求めます。

平良敏昭企業局長。

平成26年度の水道事業会計及○平良敏昭企業局長

び工業用水道事業会計の決算、並びに両会計決算の

結果生じました未処分利益剰余金の処分について、

その概要を御説明申し上げます。

初めに、認定第22号平成26年度沖縄県水道事業会

計決算について、お手元にお配りしております決算

書に沿って御説明いたします。

水道事業の概況について、お手元の決算書の15

ページをお開きください。

（１）総括事項についてでありますが、平成26年

度の水道事業では那覇市ほか20市町村及び１企業団

に水道用水を供給いたしました。

アの営業収支等、イの建設工事等については記載

のとおりですので、後ほど目を通していただきたい

と思います。

それでは、水道事業の決算状況について御説明申

し上げます。

１ページにお戻りください。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款水道事業収益は、予算額合計295億

7450万4000円に対して、決算額は292億7767万2373

円で、予算額に比べて２億9683万1627円の減収と

なっております。

その主な要因は、第２項の営業外収益における長

期前受金戻入の減少によるものであります。

次に、支出の第１款水道事業費用は、予算額合計

301億8792万3410円に対して、決算額は285億5968万

54円で、翌年度繰越額が１億7432万8221円、不用額

が14億5391万5135円となっております。

不用額の主な内容は、第１項の営業費用における

動力費や固定資産除却費等の減少によるものであり

ます。

２ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

まず 収入の第１款資本的収入は 予算額合計169、 、

億7784万6000円に対して 決算額は146億2356万3276、

円で、予算額に比べて23億5428万2724円の減収と
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なっております。

その主な要因は、建設改良費の繰り越しに伴い第

２項の国庫補助金が減少したことなどによるもので

あります。

次に 支出の第１款資本的支出は 予算額合計227、 、

億7242万9134円に対して 決算額は199億5036万7153、

円で、翌年度への繰越額が27億3239万9913円、不用

額が8966万2068円となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、工事計画の変更等

に際し不測の日数を要したことによるものでありま

す。

次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経

営成績について御説明申し上げます。

１の営業収益合計153億2785万3678円に対して、

２の営業費用合計は255億3564万952円で、102億778

万7274円の営業損失が生じております。

、３の営業外収益合計126億2189万6553円に対して

４ページの４の営業外費用合計は16億9777万8088円

で、右端上の営業外利益109億2411万8465円が生じ

ており、経常利益は７億1633万1191円となっており

ます。

５の特別利益、６の特別損失合計を加味した当年

度の純利益は４億2452万9498円であります。

これに、下から２行目のその他未処分利益剰余金

変動額36億4579万9641円を合わせますと、当年度未

処分利益剰余金は40億7032万9139円となっておりま

す。

なお、その他未処分利益剰余金変動額ですが、地

方公営企業における新会計基準が平成26年度から適

用され、補助金等の計上方法の変更に伴い、資本剰

余金から利益剰余金に振りかえたものであります。

次に、５ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高6594億2388万6310円に対し、当年度変

動額は会計基準の変更等によって 6170億442万3070、

円減少したことにより、資本合計の当年度末残高は

424億1946万3240円となっております。

次に、６ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にあります未処分利益剰余金は、当年度末残

高40億7032万9139円の全額を今後の企業債償還に充

てるため、議会の議決を経て減債積立金に積み立て

ることにしております。

次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

、 、まず 資産の部については８ページになりますが

資産合計4555億2836万4127円となっております。

負債の部については10ページになりますが、負債

合計4131億890万887円となっております。

、 、資本の部については 下から２行目になりますが

資本合計424億1946万3240円となっております。

なお、11ページから14ページは、決算に関する注

記、15ページ以降につきましては、決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

きたいと思います。

これで、認定第22号平成26年度沖縄県水道事業会

計決算の概要説明を終わります。

引き続きまして、認定第23号平成26年度沖縄県工

業用水道事業会計決算について御説明申し上げま

す。

67ペ－ジをお願いいたします。

工業用水道事業の概況について御説明いたしま

す。

（１）総括事項についてでありますが、平成26年

度の工業用水道事業では、沖縄電力株式会社石川火

力発電所ほか95事業所に対して工業用水を供給いた

しました。

アの営業収支等、イの建設工事等については記載

のとおりですので、後ほど目を通していただきたい

と思います。

それでは、工業用水道事業の決算状況について御

説明申し上げます。

53ページへお戻りください。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款工業用水道事業収益は、予算額合計

、 、７億398万円に対して 決算額は７億835万4522円で

予算額に比べて437万4522円の増収となっておりま

す。

その主な要因は、第１項の営業収益における給水

収益の増加によるものであります。

次に、支出の第１款工業用水道事業費用は、予算

額合計７億263万3550円に対して 決算額は６億7120、

万9666円で、不用額が3142万3884円となっておりま

す。

不用額の主な内容は、第１項の営業費用における

負担金や固定資産除却費等の減少によるものであり

ます。

54ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上
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げます。

まず 収入の第１款資本的収入は 予算額合計7292、 、

万2000円に対して、決算額は7292万583円で、予算

額に比べて1417円の減収となっております。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計３

億1506万1400円に対して、決算額は１億8648万44円

になっております。翌年度への繰越額は１億184万

4730円、不用額は2673万6626円であります。

繰り越しが生じた要因は、工事発注に際し不測の

日数を要したことによるものであります。

次に、55ページの損益計算書に基づき、経営成績

について御説明申し上げます。

１の営業収益合計２億7327万1390円に対して、２

の営業費用合計は６億2800万1819円で、営業損失が

３億5473万429円生じております。

３の営業外収益合計４億959万8740円に対して 56、

ページの４の営業外費用合計が1976万4803円で、右

端上の３億8983万3937円の営業外利益が生じ、経常

利益は3510万3508円となっております。

５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は3228万5574円、当年度未処分利益剰余金は

６億2418万8878円となっております。

次に、57ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高175億3626万6157円に対し、当年度変

動額が会計基準の変更等によって 162億3029万8742、

円減少したことにより、資本合計の当年度末残高は

13億596万7415円となっております。

次に、58ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にあります未処分利益剰余金につきまして

は、当年度末残高６億2418万8878円のうち３億7101

万5069円を今後の企業債償還に充てるため減債積立

金に、また、残額の２億5317万3809円を今後の建設

改良費に充てるため建設改良積立金に議会の議決を

経て積み立てることにしております。

次に、59ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

まず、資産の部については、60ページ、資産合計

80億3254万3749円となっております。

負債の部については 62ペ－ジ 負債合計67億2657、 、

万6334円となっております。

資本の部については、下から２行目の資本合計13

億596万7415円となっております。

なお、63ページから66ページは、決算に関する注

記、67ページ以降につきましては、決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

きたいと思います。

これで、認定第23号平成26年度沖縄県工業用水道

事業会計決算の概要説明を終わります。

決算の概要説明に続きまして、当該決算と関連の

ある議案として提出しております未処分利益剰余金

の処分について、その概要を御説明申し上げます。

別冊の議案書（その２）の46ページをお開きくだ

さい。

乙第18号議案平成26年度沖縄県水道事業会計未処

分利益剰余金の処分について御説明いたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うために、地方公営企業法第32条第２項の規定

により議会の議決を必要とすることから議案を提出

しております。

内容につきましては、平成26年度水道事業会計の

未処分利益剰余金40億7032万9139円の処分につい

て、今後の企業債償還に充てるため全額を減債積立

金に積み立てるものであります。

これで、乙第18号議案平成26年度沖縄県水道事業

会計未処分利益剰余金の処分についての概要説明を

終わります。

引き続きまして、乙第19号議案平成26年度沖縄県

工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て御説明いたします。

47ページでございます。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うために、水道事業会計と同様に議会の議決を

必要とすることから議案を提出しているところであ

ります。

内容につきましては、平成26年度工業用水道事業

会計の未処分利益剰余金６億2418万8878円の処分に

ついて、今後の企業債償還に充てるため３億7101万

5069円を減債積立金に、今後の建設改良費に充てる

ため２億5317万3809円を建設改良積立金に積み立て

るものであります。

これで、乙第19号議案平成26年度沖縄県工業用水

道事業会計未処分利益剰余金の処分についての概要

説明を終わります。

以上で、決算及び関連する議決議案の概要につい

て御説明申し上げました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

企業局長の説明は終わりまし○新垣良俊委員長

た。
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これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項に

従って行うことにいたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

特別委員会の運営に準じて、譲渡しないことにいた

します。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に

お願いします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質

疑を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

新里米吉委員。

環境部から質疑をいたします。○新里米吉委員

環境部の平成26年度執行率は、先ほど決算状況の

中で数字が出ていまして94.3％となっていますけれ

ども、その前の年の執行率はどうだったのでしょう

か。

平成25年度の執行率は、予○永山淳環境政策課長

算額34億9753万6000円に対しまして、支出済額が32

億8215万円となっており、執行率は93.8％となって

おります。

93.8％が94.3％になったわけです○新里米吉委員

から、執行率はよくなったということで、環境部の

健闘をこれからも期待したいと思います。

ところで、主要施策の成果に関する報告書の41

ページ、海岸漂着物地域対策推進事業、予算額約４

億4331万円に対して決算額が２億9455万円となって

います。残額の１億4876万円について、説明をして

ください。

沖縄県では、平成25年４○棚原憲実環境整備課長

月１日に、国の地球環境保全対策費補助金の内示を

受けまして、平成25年度、平成26年度の２年間の予

算として約６億円を平成25年９月補正で予算措置

し、平成25年10月に沖縄県海岸漂着物地域対策推進

事業基金条例を制定しまして、回収処理事業、発生

抑制対策事業を実施しております。委員の御質疑に

ありました残額１億4876万円につきましては、国の

地域環境保全対策費補助金交付要綱に基づき、国庫

に返還することとなります。

先ほどの予算の説明資料の中で○新里米吉委員

も、執行率はかなりいいし、繰り越しも非常に少な

いけれども、不用額が少し目につきます。その不用

額の中で問題なのが先ほども説明がありました、海

岸漂着物地域対策推進事業がその大半を占めてい

。 、る それは国庫に返納するということですけれども

使わずにそれだけ返納せざるを得なくなったのは何

か理由があるのですか。

平成25年度、平成26年度○棚原憲実環境整備課長

の予算要求に当たりましては、平成23年度の調査で

算出した海岸漂着物の現存量約8900立米をもとに、

２年間の事業として約６億円を見込みまして、国へ

補助金を申請しております。海岸漂着物の回収は、

事業主体である海岸管理者及び補助金活用要望のあ

りました市町村が漂着状況等を勘案して場所を選定

し 回収処理をしており 平成25年度が実際には2473、 、

立米、平成26年度が5627立米であったことから、平

成23年度の調査で算出した現存量よりも少なかった

ということがあります。また、市町村等への聞き取

りによると、崖の下など海岸漂着ごみの回収が困難

な場所があったことによる執行残や、近年活発と

なっているボランティアの清掃活動により海岸漂着

ごみの回収が実施されている場所もあり、結果とし

て費用をかけずに海岸漂着ごみの回収ができている

場所もあることも要因の一つと考えております。

今の話を聞くと、ボランティアも○新里米吉委員

あったということですけれども、想定していた分は

使わなかったということが大きいのか。しかし、回

収できないごみがまだまだ結構あるのに、それを十

分活用できる体制ではなかったということなのか。

もう一度そこを説明してもらえますか。

事業は平成25年度、平成○棚原憲実環境整備課長

26年度の２年間の事業でありますけれども、平成25

年度は９月補正予算での事業開始となったことか

ら、海岸管理者や市町村での事業実施期間が短かっ

たこともあり、補正予算額約２億7000万円のうち約

１億1000万円が執行残となっておりました。それも

含めまして、平成26年度の９月補正予算に計上しま

して、改めて海岸管理者、市町村への要望調査等で

事業実施を促しましたけれども、当初予算での事業
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で十分という趣旨の回答もあり、結果として約１億

5000万円が執行残となっております。

次、企業局に質疑します。○新里米吉委員

決算審査意見書の２ページ目。経営成績で述べて

いるところで、会計基準見直しの影響による営業外

利益が増加―ここは13ページに、長期前受金戻し入

れ124億円皆増というものが出ております。これと

の関係があろうかと思います。それから、会計基準

見直しの影響による営業費用が増加、これはまた13

ページに減価償却費33億円が149億円へ大幅増とい

うことと関連していると思います。この２点につい

て、２ページに書かれていること、13ページに述べ

ていることが関連していると思いますが、説明をお

願いしたいと思います。

平成26年度から会計基準が○小波津盛一経理課長

見直されております。これによりまして、補助金等

により取得した固定資産の償却制度が変更されてお

ります。これまで任意での適用が認められていた補

助金等部分を減価償却しない―みなし償却制度が廃

止されております。みなし償却制度が廃止されたこ

とに伴いまして、平成26年度決算から補助金等相当

分についても減価償却を行ったといったことから減

価償却費が増加しております。これが営業費用が増

加した主な要因となっております。

一方で、償却資産の取得または改良に伴い交付さ

れた補助金等については、長期前受金という形で貸

借対照表上、負債に計上した上で、減価償却費や固

定資産の見合い分を損益計算上、長期前受金戻入と

いう形で営業外収益に計上することになりましたの

で、これによって長期前受金戻入が皆増し、営業外

収益が増加したという流れでございます。

決算審査意見書の11ページ。収益○新里米吉委員

的収入は２億9683万1627円の減となって、収入率は

99.0％。前年度101.7％でありますけれども、これ

は営業外収益が３億155万6302円減少したことによ

るものであると説明していますが、そのことについ

て説明をしてください。

営業外収益が予算額に対し○小波津盛一経理課長

て減少した主な理由は、先ほど申し上げた長期前受

金戻入が３億909万6000円減少したことによるもの

です。これは建設改良事業費を繰り越したことに

よって、固定資産除却費が減少したと。その固定資

産除却に見合う部分の長期前受金戻入が減少したと

いう形になっております。

同じく11ページ。その下にありま○新里米吉委員

す収益的支出。翌年度繰越額は１億7432万8221円、

繰越額が生じた主な理由は計画変更によるものであ

ると述べております。計画変更の内容を説明してく

ださい。

また、12ページの資本的支出でも、翌年度繰越額

27億3239万9913円の繰り越しが生じた主な理由に、

計画変更によるものというように、計画変更による

ものがこの２カ所出ておりますけれども、それにつ

いて説明してください。

まず、11ページ目ですけ○大村敏久総務企画課長

れども、１億7000万円余りの繰り越しについての計

画変更について説明いたします。水道管の敷設工事

に際しまして、自治体、河川管理者等の関係機関と

の協議に不測の日数を要したこと及び工法の変更、

施工料の変更が生じたことなどによるものです。具

体的に１例挙げますと、一番大きい額で8000万円余

りの前田流入管の移設工事というものがありますけ

れども、那覇市及び浦添市の区画整備事業に伴った

移設事業でありまして、浦添市、那覇市等と発注主

、 、体との関連工事がありまして その当該市―浦添市

那覇市との協議に、不測の日数を要したことなどが

挙げられます。あと、12ページの27億円余りの繰り

越しについてですけれども、一番大きいのが送水管

敷設工事で占用する道路の拡張工事、これも道路管

理者が行いますけれども、それがおくれたことによ

り、その調整に時間を要したということなどが主な

理由であります。

わかりやすく言えば、どちらも調○新里米吉委員

整に時間がかかって、計画変更をせざるを得なかっ

たと言ったほうがわかりやすいのかと理解したので

すけれども、それでいいですか。

そのとおりであります。○大村敏久総務企画課長

次、１番目の質疑、２ページと関○新里米吉委員

連してくるのが随所に出てまいります。１番目の会

計基準の見直しとの関係を最初に質疑しましたけれ

ども、重要なところで同じことが少なくとも３カ所

ありまして、時間も節約したいと思いますので、３

つそれぞれ説明をお願いします。

最初に、16ページの営業収益対営業費用比率。こ

こもそれによる職員１人当たり有形固定資産も会計

基準見直しの影響によるとなっています。それから

同じく会計基準の見直しで、117.3％が60％になっ

たり、17億3463万円が11億7922万円になったりと相

当な数字がずれてきていますので、従来の方式で計

算した場合には、数字はどうなるのかをお聞きした

い。

それから２つ目は 18ページ 前年度の残高が905、 。
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億346万円に対して、会計基準の見直しがあって219

億6804万円と、これも大幅なずれがあります。従来

方式であればどうなるのか。

３つ目に、25ページ。平成25年度が284％、それ

が会計基準の見直しで平成26年度は180％とこれも

大きく数字が変わっておりますけれども、従来方式

で計算したらどうなるのか、それぞれについて説明

してください。

まず、16ページ目の職員○大村敏久総務企画課長

１人当たりの有形固定資産について、旧基準で計算

した場合の額についてお答えします。旧基準による

計算によりますと、18億6020万1000円となっており

ます。

営業収益対営業比率についてお答えします。旧基

準での計算によりますと、113.8％となっておりま

す。

18ページにございます資本○小波津盛一経理課長

金を旧基準でやった場合、幾らになるかということ

、 、でございますけれども 旧基準で計算した場合には

919億2518万269円になります。

25ページ目の流動比率に○大村敏久総務企画課長

ついて、旧基準による計算の率は、279.3％となっ

ております。

いわゆる会計基準見直しがことし○新里米吉委員

あって大幅に数字が変わってくるわけですけれど

も、それだと比較が非常にわかりにくいものですか

ら、従来の方式でやった場合にはどれだけになるの

か述べてもらいました。ほとんど、大きな差はない

ですね。今、４つ答えてもらいましたけれども、少

し良くなったり、少し悪くなったりというように、

数字から見るとそういう理解ができました。

仲宗根悟委員。○新垣良俊委員長

それでは、水道会計からお願いし○仲宗根悟委員

たいと思います。

第９次沖縄県企業局経営計画ということで、平成

26年度がスタートの年でありますけれども、不用額

で14億円余りを上げられたと。その主な理由は、動

力費で固定資産減によるものでありますということ

で、第８次沖縄県企業局経営計画４年間の節減効果

が４億円余りあるということで、去年の決算に上げ

られました。その動力費の抑制に、大きなコストは

電気料だということで、浄水場で言うと一番動力を

要するのが北谷町の海水淡水化施設ということがあ

りますけれども、この14億円に対しての動力費は、

やはり例年どおり北谷町の海水淡水化施設での動力

費が大きなウエートを占めているかと思いますけれ

ども、その辺の説明をお願いできますか。

まず、第８次沖縄県企業局経○平良敏昭企業局長

営計画ですけれども、おっしゃるとおり４年間で４

億1000万円余りの経費節減ができたということで、

これはもちろん動力機能節減。もう一つは、名護浄

水場と新石川浄水場の休日、夜間、祝祭日の運転管

理業務の民間への委託といったもの、それから省エ

ネルギー―自然エネルギーを導入したことによる経

費の節減、そういうものも含めて４年間で４億1000

万円削減しました。

これを踏まえて第９次沖縄県企業局経営計画で

、 、は 新たな経営環境に適切に対応するということで

もちろんこういったものに対応しながら、安全で安

心な水を低廉な料金で安定的に供給することをもっ

て県民の福祉に寄与するということで、平成26年度

から平成29年度まで３つの大きな施策推進に基づい

て、45項目にわたる取り組みをしております。第９

次沖縄県企業局経営計画での経費節減効果目標額と

して、１億2400万円余りを設定して取り組んでいる

ところであります。

第９次沖縄県企業局経営計画に当○仲宗根悟委員

たって、企業局長の意気込みを聞かせていただきま

した。４年間で目標を定めた計画の初年度として、

会計を示した段階で、どのような見通しをしていく

のかをお願いします。

第９次沖縄県企業局経営計画○平良敏昭企業局長

については、これまで水道用水供給事業について、

おおむね黒字基調で推移しているわけですけれど

も、決算審査意見書等にもあるとおり企業債残高の

増といった問題と、もう一方は、給水収益の伸び悩

みといいますか、節水機器等の普及と人口増もそれ

ほど大きく望めないという中で給水収益の鈍化、そ

して、老朽化施設の整備―本土復帰時に整備された

管路等が相当数ありますので、これを更新していか

なければならないという大きな取り組みがありま

す。もう一つは耐震化。こういったもの等で財政状

況は厳しさが予想されます。この中で私どもとして

は、そうは言ってもやはりこれを計画的に更新しな

がらもできるだけ経費を削減して、できるだけ低廉

な水道用水を供給するという心構えで、我々は経営

努力、経営計画を策定しています。できるだけ効率

化を進めながら取り組んでいて、今後とも第９次沖

縄県企業局経営計画ではそういう前提で、今後は水

道広域化にも取り組まなければならないという大き

な課題もありますけれども、それを踏まえて全体的

に進めていくことになろうかと思います。
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少し冒頭で触れましたけれども、○仲宗根悟委員

その動力費の節減は非常に大きなウエートを占める

ということですけれども、海水淡水化に頼らないよ

うな水事情というものは、今、賄っているわけで、

ところが機械のメンテナンスといいますか、稼働さ

せないことには、放置しておくと機械そのものが動

かなくなるということで、ある一定程度は稼働させ

ながらやるという―最低限何千トンぐらいの水を確

保しなければ、最低限の動力を使うということがあ

るかと思いますけれども、その辺の経費でもいいで

すが、いかがでしょう。

海水淡水化施設は、通常時○石新実配水管理課長

必要としない場合は日量5000トンです。能力として

は４万トンの製造能力がございますけれども、通常

5000トンです。それもある程度休ませながら、２週

間に１度はゼロの期間を設けて、機械の劣化を起こ

さない程度で運用するという形をとっています。

いろいろ工夫しながら、今後経費○仲宗根悟委員

もかさみながら、悩みもあると。ただ、今、渇水の

影響もあると思いますが、節水の呼びかけもしなが

ら、なかなか県民生活の中に水道水は余り使わない

傾向にあるということで、売る側としてはどんどん

使ってほしいと思いますけれども、その辺のバラン

スも取りながら効率のよい経営の仕方をしたいと、

また４年間努めていきたいのだということですの

で、ぜひ頑張っていただきたいと思っております。

あと、環境部で、主要施策の成果に関する報告書

について、34ページのサンゴ礁の保全再生事業の中

で 教えていただきたいです 海流などのシミュレー、 。

ションといいますか、モデル構築をしたという事業

内容ですけれども、メカニズムの構築の研究を那覇

港、浦添海岸、白保海岸の３カ所にした理由ですと

か、どういった形で潮流が波を起こすから、潮流を

調べなければならないのか、そこを教えていただけ

ますか。

沖縄県の海流は非常に多○古謝隆環境企画統括監

様性が高いわけでありまして、３カ所を選んだ理由

としては、まずは那覇港については、ある程度人工

化が進んでこれからもいろいろな開発が見込まれて

いること。それに隣接してる港湾ということで、浦

添海岸。それと、自然な状態が良好な形で残ってい

る白保海岸という３つのパターンに分けて分析をし

て、潮流シミュレーションを構築したところでござ

います。

その３カ所のシミュレーションを○仲宗根悟委員

構築して、３カ所のサンゴ礁がどういう状況になる

のかということの調査に結びつけようという調査な

のですか。

まず、使い方としまして○古謝隆環境企画統括監

はいろいろ事業がありまして、海域においても埋め

立てですとか防波堤をつくったり、そういったいろ

いろな事業がありますけれども、それに当たって潮

流がどう変化するかシミュレーションをしなければ

なりませんけれども、なかなかそれに適したモデル

となるようなものが今のところ構築がまだ十分され

ていないということで、本土の海岸ですとフラット

の状態ですけれども、沖縄県の場合ですとサンゴ礁

でいろんな凹凸があったりとか潮流が複雑というこ

とで、この３カ所を選んで、それぞれの形態ごとに

潮流のシミュレーションができるように構築してい

ます 今後の展開として 事業に当たってこのシミュ。 、

レーションを使っていただく あるいは 場合によっ。 、

ては油流出事故が起きたときなどの拡散の予測など

にも活用できるのではないかと考えております。

この３カ所とは、埋め立てですと○仲宗根悟委員

かいろいろな環境の変化が生じたところで、その中

でどういった潮流の動きをするのかというようなこ

とを研究しようということなのでしょうか。

具体的に何か今すぐある○古謝隆環境企画統括監

ということではございませんけども、おおむねこの

３パターンの海岸のシミュレーションを押さえてお

けば、大方のところに応用できるだろうということ

です。

事業の実績には、サンゴの再生移○仲宗根悟委員

植ですか、よくわかりますけれども、この成果とい

いますか、目に見える形の再生はどのぐらいなので

しょうか。どういった形で事業が展開されていきま

すでしょうか。

サンゴの再生○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

については、サンゴ礁の保全再生事業で実施をして

おります。この事業の柱は主に３本ございまして、

サンゴ礁再生に係る調査研究、サンゴ礁の再生の実

証事業、それからサンゴ礁保全活動をしている団体

への支援という３本で実施しております。サンゴ礁

の再生に関する調査研究につきましては、幼生―サ

ンゴが小さい段階で、どのような形で入ってくるの

、 、かとか それぞれ県内各地のサンゴの遺伝子の解析

これは沖縄科学技術大学院大学の先生方と一緒に研

究してもらっております。それから、有性生殖法と

いうことで、卵からの再生をどういう形で生産して

いったほうが効率的なのか。それから、中間育成と

いいますけれども、植えつけする前までに小さな卵
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から植えつけ段階に育てるまでの間に、結構な数で

死んでしまうものですから、それをどのような形で

生存率を高めるかというようなことを調査研究の中

で実施をしております。その結果をもとに、サンゴ

礁の再生実証事業ということで、この事業は来年ま

でですけれども、それまでの間に約3.3ヘクタール

を植えつけようということで、約14万本の植えつけ

を目標に、今、取り組んでいるという状況です。現

時点で約1.76ヘクタール近く、７万5000本近くを植

えつけしております。来年、残りの分の７万5000本

を卵から育てたものを中心に、これまでは無性株と

いうことで、折ってクローンで育てたものが中心で

したけれども、卵で育てたものがそろそろ植えつけ

の段階に来ているので、来年は有性株を中心に植え

て14万本、3.3ヘクタールを目標に取り組んでおり

ます。

着実にそのサンゴの再生事業が効○仲宗根悟委員

果を上げていると受け取っていいですか。

おっしゃると○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

、 、おりで この３ヘクタール以上の植栽というものは

多分、世界的にも珍しいということで、かなり技術

的にも進んでいる状況にあるかと思っております。

最後の、４番目のオニヒトデの大○仲宗根悟委員

量発生メカニズムを研究していると、去年もお話し

いただきましたけれども、サンゴを食するオニヒト

デの大量発生メカニズムを解明しながら、オニヒト

デが発生しないような研究をしているという内容

だったと思いますけれども、どの辺まで行っている

のか、進捗状況といいますか、オニヒトデの研究は

どうなっておりますか。

オニヒトデに○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

つきましては、別の事業でオニヒトデ総合対策事業

を実施しております。平成24年度から平成29年度―

再来年までの６年間を想定して、今、実施をしてお

ります。この事業につきましても大きく３つの柱が

ございまして、１つは、オニヒトデの大量発生の予

察、それからもう一つは、大量発生のメカニズムの

解析―どのような形で大量発生が起こるのか。それ

からもう一つは、その結果をもとに効果的、効率的

、 、なオニヒトデの防除対策というこの３つを柱に 今

展開をしております。

大量発生の予察につきましては、これまで大量発

生が起こってから補正で予算を要求して対応すると

いうことで、かなりタイムラグがあって、実施まで

にスムーズな体制ができないということで、前もっ

て予察することで準備をしようということで、１つ

大量発生の予察がございます。

それからメカニズムについては、なぜ大量発生が

起こるのかという原因を解明して根本対策に取り組

もうという、２つの大きな柱がございます。大量発

、 、生の予察につきましては 稚ヒトデの調査ですとか

オニヒトデの食痕等を中心に調査をしておりまし

て、おおむね２年先の発生が一定程度読めるように

なったということで、現時点で、その調査の中で一

定程度大量発生の段階になれば、今、データをとっ

ているという状況で、一定程度発生の実績も出つつ

ございます。それからメカニズムにつきましては、

これまで発生の原因として大きく３つの説がござい

まして、自然増減説、天敵減少説それから栄養塩増

加説ということで、まず自然変動によってオニヒト

デの幼生が生存率に影響するという説と、それから

オニヒトデを食べるホラガイですとかカワハギです

とか、そういった天敵が減ることで大量発生する説

ですとか、もう一つが栄養塩増加説ということで、

陸域から生活排水ですとか赤土ですとかそういった

生活用水が流れ込むことで、窒素、リン等の栄養塩

がふえて、それを食べる幼生のヒトデが大量発生す

るという３つの説がございます。これについては、

平成25年度にオーストラリアの国立研究所と研究協

定を結びまして、今、共同で研究をしておりますけ

れども、一番有力な説として栄養塩増加説が出てき

ております。そういうことで、現在、その栄養塩増

加説を中心に展開をしているところでございます。

オーストラリアも明らかに栄養塩増加説が、現実的

に調査結果としても出ておりますけれども、沖縄県

の場合は栄養塩がふえないときでも発生する傾向が

見られる場合があるということで、栄養塩増加説以

外に別の要因が影響しているのではないかというこ

とで、アミノ酸といった別の影響も含めて検討すべ

きではないかという昨年度の研究考慮の中に指摘も

ございましたので、今年度からそういう事業の調査

も入れて研究を継続しているという状況でございま

す。

これから３つ、４つ質疑しようと○仲宗根悟委員

思ったら、全部答えられましたね。できつつあると

いうことで、大量発生にも、対策につながっていく

というようなことで理解をいたします。

新垣清涼委員。○新垣良俊委員長

、 。○新垣清涼委員 犬猫殺処分 動物愛護の予算です

、 。 、去年 翁長知事が誕生しました 動物愛護に関して

犬猫殺処分ゼロを目指す政策に対する予算の変化

は、去年と比較してどのようになっていますか。今



－289－

年度が幾らで、去年度が幾らだったか。

動物の保護に○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

ついては、動物保護費で対応しているところでござ

います。平成25年度動物保護費の予算額が1061万

、 、6000円 平成26年度の予算が1061万円ということで

おおむね同額1060万円程度で、これまで運用してい

るという状況でございます。

知事も政策の中に犬猫殺処分ゼロ○新垣清涼委員

を目指すということを掲げていますので、環境部長

は本会議で平成30年度を目指すという話をされてい

ましたけれども、例年通りの予算でゆっくりでは、

後ろからまたふえてくる可能性もあるので、やはり

メリハリをつけるという意味でも、次年度あたりに

少し力を入れて取り組みをしたほうがいいのではな

いかと思うのですけれども、その辺はどのように考

えていますか。

知事の公約におきまして、こ○當間秀史環境部長

としの４月には沖縄県動物愛護管理推進計画の見直

しをしまして、最終的に犬猫の殺処分ゼロとなるよ

うな社会を目指すということを、まず一文入れてお

ります。この計画は10年計画でありますので、途中

で見直しをする必要がありますけれども、今、我々

がやっている取り組みの成果を見て、早い段階で数

値目標であるとか、それから年度について見直しを

今、考えているところであります。新たな取り組み

については、自然保護課長からお答えさせたいと思

います。

これまで普及○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

を中心に取り組んできたところでございますけれど

も、今年度から新たな取り組みとして、若夏学院と

いった施設に入っている児童を中心に犬のトレーニ

ングのオーナーになってもらって、心の育成も含め

てオーナー制度をやろうということで、今、取り組

んでいます。具体的には、犬、猫の譲渡については

、 、 。子猫 子犬のほうが人気が高くて 譲渡率が高いと

成犬、成猫については、なかなか譲渡率が低いとい

う状況ですから、今回、しつけをして―沖縄県動物

愛護管理センターに運ばれてくる動物については、

非常に人間不信になっていますし、ほえたりかんだ

りと譲渡するには非常に不向きな状態で入ってきま

すので、基本的に人間の愛情を感じさせて、トイレ

とかしつけをして、譲渡できるような状態にして譲

渡を推進しようというような形で、今、別の部局と

も連携をしながら、今年度から検討に入って、でき

れば来年から実証でどんどんふやしていきたいと、

今、新たな取り組みを検討しているところでござい

ます。

大変いい取り組みだと思っていま○新垣清涼委員

す。ぜひ、力を入れていただきたいと思います。那

覇市内も道路脇の緑地帯にいる野良猫に誰かが器を

持ってきて、餌が入れられている。そういう猫を見

ていると耳のカットがないので、多分、不妊手術は

されてないのです。猫は半年すると成猫になって、

。 、次の子供を産むのです ですからそういう意味では

動物をしっかり最後まで養うという県民への普及。

そして最近では、ペットという考え方よりパート

ナーという考え方にだんだんと移りつつあります。

人ではないけれども、動物も人が生きていくための

パートナーとして、今おっしゃるように非行を繰り

返している子供たち、あるいはこういう子供たちが

動物を大事に育てることで心の健全育成ができると

いう取り組みもぜひ続けていただきたいと思いま

す。予算もしっかりとって、次年度はちゃんとこち

らでも審査をしますので、応援もしますのでよろし

くお願いします。

次に、あと１点。10月16日の新聞に、ヤドカリ移

動を沖縄防衛局が県に申請したことについて、天然

記念物ですから教育委員会へなのか、沖縄防衛局か

ら文書が出て、必要書類が整ったとなっていますけ

れども、そのことについてはお答えできますか。

休憩いたします。○新垣良俊委員長

（休憩中に、環境部長から、ヤドカリの件に

ついては天然記念物なので、教育委員会の

所管であるとの説明があった ）。

再開いたします。○新垣良俊委員長

新垣清涼委員。

これから基地をつくろうとしてい○新垣清涼委員

るところの生物の環境関連で、そちらにも調整がき

ているだろうと思っていますけれども、それはどう

ですか。

そういうのがあるとしても、○當間秀史環境部長

取り消しをされてますので、我々はそれに対して関

与するということはございません。

マスコミ報道によりますと、防衛○新垣清涼委員

普天間飛行場代替施設建設事業に係る省が設置した

環境監視等委員会にその工事を環境監視等委員会―

受注した企業からの献金などがあって、けしからん

と思っているところですが、県が求めた環境監視等

委員会には県内の先生方もいらっしゃいますか。

県内の先生もいらっしゃ○古謝隆環境企画統括監

いまして、たしか昆虫関係の先生が入っていたかと

思います。
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県内にヤドカリの専門の先生もい○新垣清涼委員

らっしゃいますか。

ヤドカリに関して直接専○古謝隆環境企画統括監

門にされてるかどうかは存じ上げませんけれども、

熱帯生命機能学の先生が琉球大学から入っておられ

ます。それ以外に入っているのが、植物の観点から

県内の大学の先生が入っておられます。

奥平一夫委員。○新垣良俊委員長

それでは環境部に少しお聞きした○奥平一夫委員

いと思います。冒頭に、宮古島市のごみ問題を少し

お聞きしてよろしいでしょうか。実は宮古島市の不

法投棄の問題で、非常にいろいろなことが今、発覚

して、お恥ずかしながら行政自体が行政の体をなし

ていないような状態で新聞報道が続いています。き

のうもそうですがきょうも紙面に載っていて、こう

いうことが書いてあります。これまで問題が指摘さ

れていた2014年度の撤去事業とは別に、沖縄振興一

括交付金―一括交付金を使って実施した2012年度の

事業でも契約書など複数の書類で問題があることが

。 、19日わかったと これはこれだけの問題ではなくて

、 、行政の手続やら業者とのずぶずぶな関係やらが 今

取り沙汰されています。特別委員会が対処していて

、 、２日目か３日目ぐらいだと思いますけれども 初日

２日目からこういう事態が発覚してきているわけで

す。先々月に皆さんからいただいた平成24年度一括

交付金事業でのごみの撤去を終了するというものが

ありましたけども、これも報告が２回ほど書きかえ

がありまして、これでさえも非常に危ういと、きの

うの特別委員会でなっているのです。それについて

少し見解をお聞きしたいと思いますが、いかがで

しょうか。

不法投棄の残存量についての○當間秀史環境部長

調査報告を毎年１回各市町村に求めているところで

あります。それをもとに、我々としてもいろいろな

対策を考えていくわけですけれども、今回、宮古島

市から報告された数量等について著しく誤りがあっ

たということは、やはり行政としては遺憾でござい

ます。

それと、何度も何度も報告が変わ○奥平一夫委員

るということは異常事態だと思うのです。これは、

県としては何らかの形でペナルティー、あるいは宮

古島市に対する注意などといったことはできるので

すか。そのまま黙認をされるのですか。

実は、この報告は特に法律に○當間秀史環境部長

基づいての報告でもなくて、我々が不法投棄に関す

る状況把握のために報告を求めているものでありま

して、特に法的に責任とか義務があるというような

報告ではございませんので、今後、宮古島市に対し

てしっかり報告をしていただきたい旨の申し入れは

したいと思います。

当局としては職員の記載ミスとい○奥平一夫委員

う説明をしていますけれども、どうもこれでおさま

るかどうかわかりませんが、やはり再度きちんとし

た報告をしてくださいということだけは、注文をつ

けられるのではありませんか。

これについては、我々も統計○當間秀史環境部長

的に毎年数値を押さえる中で、県としての施策を

打っていくことになりますので、きちんとした数字

の報告を求めたいと思います。

これは業者と行政側が非常におか○奥平一夫委員

、 。しい関係になっていて ごみの回収表もないのです

業者が持っているのではないかという報告ぐらいな

のです。これは大変なことなのです。ですから、何

度も変わってきたのはそういうことで、口裏合わせ

で何百トンと言ったり、そういった報告なのです。

本当に行政の体をなしていないので、ぜひ皆さんと

しても厳しくチェックしながら、本当の量はどうな

のだという根拠も含めた形で、量を確認していただ

きたいと思っています。

それから次は、新里委員も質疑されていましたけ

れども、主要施策の成果に関する報告書の41ページ

をお願いをしたいと思います。まず、この制度がな

ぜできたのかという事業の趣旨についてお聞きした

いと思います。海岸漂着物です。

海岸漂着物の対策につき○棚原憲実環境整備課長

ましては、国内だけではなく海外からのものももち

美しく豊かなろんあるということで、国において、

自然を保護するための海岸における良好な景観及び

環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関

を策定しております。その法律に基づきまする法律

して、外国との交渉は国が責任を持って行うとし、

各地区ごとに海岸責任者等において市町村を中心と

して対策を進めていきましょうという趣旨で、国で

補助事業として予算措置もした上で、事業に取り組

んでいる内容となっています。

その制度の仕組みについて、簡単○奥平一夫委員

にお願いできますか。

事業の実施主体は、海岸○棚原憲実環境整備課長

管理者と市町村になります。それに要する費用につ

きましては、県で要望額等を取りまとめた上で、国

に予算要求して事業をしている流れになっていま

す。補助額につきましては、今年度から10分の9.5
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に減額されました。来年からは、10分の９にさらに

減額される予定になっていますけれども、補助率と

してはまだ非常に高く、継続してやっていかなけれ

ばならない事業なので、国に対しても引き続き予算

要求しながら、事業を実施していきたいと考えてお

ります。

漂着ごみはつい最近から言われる○奥平一夫委員

ようになっておりますけれども、毎年、押し寄せる

ようにごみが漂着しているということで、国の事業

として、今、対策をやっているということですけれ

ども、沖縄県全体で何トンぐらいの漂着ごみが来て

いるのでしょうか。

平成21年から平成23年に○棚原憲実環境整備課長

かけて実態調査をしておりまして、その報告に基づ

きますと沖縄県内で8900立米という調査結果になっ

ております。国でも毎年、モニタリング調査をして

いまして、国の報告ですと、もちろん推計になりま

すけれども沖縄県は年間１万3000立米です。

県の調査は目視による実態調査をやっておりまし

て、国のモニタリング調査は沖縄県も含めて各都道

府県で何カ所か場所を選定してやっておりまして、

沖縄県は石垣島だけを調査対象としています。それ

をもとに、国で推計量を出しているという違いがあ

ります。

8900立米をこの制度によって毎年○奥平一夫委員

処分しようということですか。

海岸の美化のためには必○棚原憲実環境整備課長

要な事業だと考えておりますけれども、発生抑制対

策として環境教育ですとか、もちろん県内から排出

されるごみもありますので、環境教育の推進と、あ

と昨年度から県で取り組んでいることは、近い外国

ということで台湾とも交流事業を開始しまして、相

互に減量化に向けての普及啓発活動などに取り組ん

でいきましょうという事業も開始しております。

全部は取り切れてないということ○奥平一夫委員

で、毎年残るわけですね。

これにつきましては、や○棚原憲実環境整備課長

はり毎年、地域によって量の変動もありますので、

事業を要望される市町村の状況に応じて、市町村が

そこを優先的にやっていこうという計画に基づい

て、進めていきたいと考えております。

ちなみに、これは今、それぞれの○奥平一夫委員

市町村が手を挙げないとできない事業だということ

ですけれども、これまで大体幾つぐらいの市町村が

手を挙げて、その撤去事業をしたのでしょうか。

平成26年度の実績で申し○棚原憲実環境整備課長

ますと、15市町村で事業を実施しておりまして、地

域ごとで言いますと、58区域で5627立米の除去を

行っております。

主要施策の成果に関する報告書の○奥平一夫委員

中では、事業の効果として755トンと記載されてい

ますけれども、これはどういう意味ですか。

体積として5627立米で、○棚原憲実環境整備課長

最終処分された重量としましては、755トンとなっ

ています。

県の担当課として、この地域もぜ○奥平一夫委員

ひ手を挙げてほしいけれども、全然手が挙がらない

というような市町村はありますか。

これにつきましては、や○棚原憲実環境整備課長

はり地元が一番状況把握していると思いますので、

市町村の意向を優先しますし、我々としても予算の

活用については引き続き市町村に促してやっていき

たいと思っております。

先ほど、新里委員とのやりとりの○奥平一夫委員

中で、１億円ぐらいの国庫返還があったということ

で、もう一度理由を説明してください。

予算要求に当たりまして○棚原憲実環境整備課長

は、平成25年度、平成26年度の２年間の事業で予算

要求を行いました。そのもとになるものが先ほど言

いました、平成23年度の調査で算出しました現存量

8900立米をもとに、２年間で約６億円という予算を

見込みまして、国に要望したところです。実際には

平成25年度が2473立米、平成26年度が5627立米とい

うことで予想よりも回収量が少なかったことが１

つ。もう一つが、崖の下や手が届きにくいところも

あることと、ボランティア活動なども活発になって

おりますので、ボランティアの活動によって既にき

れいになったところは改めて事業を実施する必要が

ないということで、不用額が生じたのではないかと

考えております。

これは、漂着ごみ事業の啓発が足○奥平一夫委員

りないという視点から見ると気になりますけれど

も、その辺は大丈夫なのでしょうか。

委員おっしゃるように、○棚原憲実環境整備課長

流れてくるものを処理することも大事ですけれど

も、新たに発生させないことも大事なので、我々と

しても先ほど言いましたが、環境教育も市町村独自

でも取り組んでいただいておりますので、その強化

も含めて引き続きやっていきたいと考えておりま

す。

次、生物多様性の戦略について、○奥平一夫委員

環境部長の御見解をお聞きしたいと思います。
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御存じのとおり、沖縄県は亜○當間秀史環境部長

熱帯性の海洋気候であるということ、それから海に

よって隔絶されているということで、日本本土とは

違った独特な生態系が形成されております。また、

島ごとでも沖縄本島、宮古島あるいは石垣島で、島

ごとに多様な自然環境がありまして、また生態系も

形成されています。ですから、世界的にも類いまれ

な生物多様性豊かな地域であるとの認識でございま

す。こういった沖縄県の豊かな生物多様性の世界を

引き続き保全していくことが環境部に課せられた使

命であると考えております。

その戦略の中で最も大事なことが○奥平一夫委員

幾つかありますけれども、自然環境を保全すること

が一番大事だと思います。環境保全に対する皆さん

の見解を少し聞かせてください。例えば１つの事業

ぐらい挙げて、このようなことしていますとか、ど

ういうためにやっていますよとかということだけで

いいです。

平成23年度に○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

生物多様性おきなわ戦略を作成していますけれど

も、その中の大きな柱として５つの柱をつくってお

ります。１つ目が、生物多様性の損失をとめるため

。 、 、の取り組み ２つ目が 生物多様性を保全・維持し

回復するための取り組み。それから、自然からの恵

みを賢明に利用する取り組み。それから、生物多様

性に対する認識を向上させる取り組み。また、生物

多様性の保全に関する取り組みに県民を参加させる

取り組みということで、５つの柱で展開しておりま

す。今回、それぞれの柱については環境部だけでは

なく、県庁内全ての部局において生物多様性おきな

わ戦略会議を設置して、それぞれの戦略にそれぞれ

の関係部局が展開する施策を張りつけて、事業を進

めている状況でございます。その進捗については毎

年定期的にローリングしながら会議を開催して、Ｐ

ＤＣＡをチェックしながら展開をしている状況で

す。特に事業紹介というお話もございましたので、

生物多様性の損失をとめるための取り組みの具体的

、 、な施策としては 例えば外来種対策の推進ですとか

希少種保護条例の制定ですとか、サンゴや干潟の保

全再生という形でそれぞれの事業が展開されている

ということでございます。

サンゴもそうだし、外来種を駆逐○奥平一夫委員

していくということも含めて、赤土の流出も防ぐと

いう非常に大事な事業になっていると思います。本

当に、唯一無二の沖縄県の固有種をなくさないため

にもぜひ頑張っていただきたいと思います。この実

効性―やることではなくて、どう効果を得ることが

できるかということについて御意見をお聞きしたい

と思います。

委員おっしゃ○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

るとおり、どういう形で実効性を確保するかが一番

難しいところかと思います。先ほど申しましたよう

に、戦略会議を昨年設置しましたので、その中でそ

れぞれの部局がそれぞれの形で計画をしてもらっ

て、それを我々でチェックしながら推進していくこ

、 。とが 現時点で一番のポイントかと思っております

それに当たっては、基本的になぜ生物多様性が必要

なのかというＰＲも含めて、十分理解していただく

ということがポイントかと考えております。

たくさんありますけれども、最後○奥平一夫委員

にこの生物多様性について、つまるところ生物多様

性を保全をしていく、あるいは壊れた自然を再生し

ていくことについては、これにも書いてあるように

自然環境と調和した経済社会をどう構築していくか

ということなのですけれども、環境部長の見解を手

短にお願いします。

自然環境と経済との調和を○當間秀史環境部長

図っていかなければならないということは、これま

でも言われていることであります。これまでも、や

やもすると人間の経済活動が優先してきたというこ

とがあっただろうとは思いますけれども、ただ、こ

の生物多様性という概念が出てきてからは、やはり

これが時代の新しいものの考え方になってきつつあ

りますので、そういったことを踏まえて、今後、我

々としても関係部局にも働きかけていきながら、沖

縄県の生物多様性を守っていきたいと考えておりま

す。

次に、企業局長にお伺いしたいと○奥平一夫委員

思います。第９次沖縄県企業局経営計画について、

御説明をいただけませんか。大まかでいいです。

第９次沖縄県企業局経営計画○平良敏昭企業局長

の概要としましては、安全で安心な水の供給など３

つの項目を掲げて、45項目にわたる取り組み―所属

アクションと我々は申し上げておりますけれども、

そういう取り組みを実施することとしておりまし

て、数値目標としては、定員管理、定員数などの数

値目標を17項目、それから経費の節減効果目標額を

１億2400万円余りと、このような目標を掲げて平成

26年度から４年間取り組むこととしています。

第８次沖縄県企業局経営計画もご○奥平一夫委員

ざいましたね。その計画と比較して何がどう変わっ

たのか。つまり、第８次沖縄県企業局経営計画がど
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のぐらい成果を上げたかも含めてお願いできません

か。

概略的な説明になります○大村敏久総務企画課長

けれども、第８次沖縄県企業局経営計画で達成した

項目は、当然ながら削除しております。新たな課題

としてトンネル等の更新計画とか耐震化とかが出て

いますので、そういうものを盛り込んでいったとい

うことであります。

時間がないので、この辺について○奥平一夫委員

お聞きしたいです。もうじき観光客が1000万人に到

達いたします。恐らくあと３年後、４年後ぐらいだ

と思いますけれども、その1000万人観光客を含めた

県民への水の供給は大丈夫なのでしょうか。

奥平委員から御質疑のあった○平良敏昭企業局長

件ですけれども、観光客1000万人になっても、それ

ほど大きな影響はないだろうと。今、日量大体42万

トン弱ぐらいで推移しています。能力はかなりあり

ますので、今現在、観光客は717万人ぐらいですけ

、 。れども 平均滞在日数は大体３泊４日弱ぐらいです

、 、１日当たりの観光客滞在人数を計算すると 七万四

五千人ぐらいになるわけです。これが1000万人に

なっても、１日の滞在人口としては大体10万人前後

ぐらい。文化観光スポーツ部の計画では、４泊５日

、 、とか５泊６日になっても １日当たりの滞在人数は

、 。 、十二 三万人ぐらいになります それを計算しても

我々の計算上は十分に対応可能だと、今、そのよう

に考えております。

ダム貯水量はわかりますか。○奥平一夫委員

今、国のダムそれと県○稲嶺信男企業技術統括監

管理、県企業局管理ということで、11ダムあります

が、総量で１億1200万トン余りの容量を持っており

ます。

昨今、異常気象で雨が降らなかっ○奥平一夫委員

たり、少雨であったり、干ばつ気味であったりとい

うことが結構続いています。そういう意味では、気

象に左右される皆さんの事業も非常にハンドルも厳

しいと思いますけれども、その辺についてはいかが

でしょうか。

昨年の水事情は割と降雨が安○平良敏昭企業局長

定的にあった関係で、それほど問題はありませんで

した。一昨年は長期に雨が降らなくて、非常に困っ

たというときがありました。一時期、海水淡水化を

一カ月ほど日量３万トン回したという実態もござい

ます。しかしながら、現実的には一昨年の事例から

見ても問題がなく十分対応ができましたので、大き

な心配はないと考えております。一応ダムの計画も

金武ダムを最後に水源開発は終わったということ

で、私どもとしては、やはり水の効率的な運用、県

民の節水意識の普及、近年の節水機器等の普及、そ

ういうものをうまく活用していけば特に問題はない

と考えております。

時間がありませんので１つだけお○奥平一夫委員

聞きします。先ほど説明のありました耐震化につい

てです。今、本当に地震が結構多いので、耐震化に

ついて今後どう展開をしていこうとしているのかと

いうことを少しお聞かせください。

企業局では生活基盤の充○上地安春建設計画課長

実、強化及び防災減災対策としまして、老朽化した

水道施設の計画的な更新、耐震化の推進に取り組ん

でおります。これまでの取り組みによりまして、平

成26年度末の企業局の管路は総延長691キロメート

ルございます。そのうち、震度７程度の巨大地震に

対して耐震性を有する管路は全体の38.7％、距離に

すると268キロメートルとなっております。企業局

では、当面の目標としまして平成33年度の耐震化率

の目標値を44％として設定しておりまして、引き続

き西原糸満送水管や与那原佐敷送水管といった事業

の実施によりまして耐震化率の向上に努めることと

しております。また、浄水場につきましては、平成

26年度末の耐震化率が38.7％でありますけれども、

現在進めている北谷浄水場整備事業の完了―これが

平成33年度を予定しておりますけれども、その完了

により68.8％へと向上する見込みでございます。さ

らに、ポンプ場は63.5％、配水池は87.5％と既に目

標値を達成しておりまして、これらの施設の達成に

よりまして１日の平均給水量であります約40万立方

メートルに相当する施設能力を確保している現状で

す。

立派な答弁でしたので、ほかは聞○奥平一夫委員

く必要ないのですけれども、国際交流事業の目的と

経緯、現在どうなっているかをお聞かせください。

企業局での国際交流事○上間丈文企業企画統括監

、 。業は今から５年前 平成22年からスタートしました

大洋州諸国に対するＪＩＣＡ課題別研修をスタート

させたわけですけれども、実は、その経緯は、宮古

島市がその３年前から、いわゆる草の根事業という

形でサモワ国に対して緩速ろ過と漏水対策をした事

業がきっかけで、３年前に事業が始まりました。そ

のあと、その事業の後継として宮古島市は継続でき

るのかということで、実はいろいろ調整がありまし

て、それを企業局が一括に担って、沖縄県全市町村

を巻き込んだ形での研修受け入れ事業ということ
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で、５年が経過する状況でございます。

この国際交流については、外国に○奥平一夫委員

対する事業の展開ということも目標にありますか。

昨今、水ビジネスとい○上間丈文企業企画統括監

う形で県外でもそういう状況がございますが、我々

はそもそも水道事業という形での国際貢献を基本的

な柱においていまして、それが何らかの形で民間の

手助けができるような状況がありましたら、協力は

していきたいと考えていますけれども、ただ現時点

においては、県内企業を巻き込んだ形の大洋州への

展開は厳しい状況にございます。

それも非常に必要ではないかと思○奥平一夫委員

います。まだ、水道事業が未整備のところがたくさ

んありますから、その辺はきっちりやりながら、沖

縄県の民間事業者について、そういうところで貢献

をしながら、もうけてもらうということをやっても

らわなければならないと思います。よろしくお願い

します。答弁はいいです。

休憩いたします。○新垣良俊委員長

午前11時52分休憩

午後１時21分再開

再開いたします。○新垣良俊委員長

午前に引き続き質疑を行います。

金城勉委員。

最初に、ＰＣＢ廃棄物処理推進事業○金城勉委員

からお聞きしたいと思います。この事業の内容、進

捗状況について御説明をお願いします。

ＰＣＢ廃棄物の処理につ○棚原憲実環境整備課長

きましては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処

理の推進に関する法律―ＰＣＢ特措法が平成13年６

月に成立しまして、平成38年度末までに処理するこ

とが義務化されております。高濃度ＰＣＢ廃棄物に

つきましては、処理を行う中間貯蔵・環境安全事業

株式会社の事業エリアごとに処理期限が定められて

おり、高圧トランス・コンデンサー等については平

成30年度末までに、安定器等については平成33年度

末までに処理する必要があります。沖縄県では、中

小事業者等への処理費用について軽減措置を図るな

どの費用に充てるため、独立行政法人環境再生保全

機構法第16条第３項の規定に基づきまして、ポリ塩

化ビフェニルの廃棄物処理基金に平成13年度から補

助を行っております。本事業として、平成26年度は

726万9000円の補助を行っています。

、 、○金城勉委員 このＰＣＢ廃棄物は 沖縄県の場合

どういう原因で出てくるのでしょうか。

沖縄県だけに限らず全国○棚原憲実環境整備課長

でそうですけれども、ＰＣＢは絶縁性とか科学的安

定性が非常に高いということで、電気関係に以前か

ら使われておりまして、高濃度につきましては高圧

トランスとか、高圧コンデンサー類に多く含まれて

おります。

沖縄県での処理の見通しはどうです○金城勉委員

か。

ＰＣＢ特措法に基づきま○棚原憲実環境整備課長

して、現在使用されておらず廃棄物となったＰＣＢ

廃棄物については、毎年、県に報告することになっ

ております。その報告をした機器につきましては、

中間貯蔵・環境安全事業株式会社―ＪＥＳＣＯと言

いますが、100％国が出資している株式会社で処理

を行うことになっております。現在の状況としまし

て、例えば高圧トランスですと16台の保管届け出が

ありましたけれども、現時点で先ほど言いましたＪ

ＥＳＣＯで15台の処理が既に終わっていて、進捗率

としましては、93.8％処理が終わっております。

あと１台処理すれば沖縄県における○金城勉委員

ＰＣＢ廃棄物の処理事業は終わるということです

か。

先ほど高圧トランスのこ○棚原憲実環境整備課長

とを言いましたが、そのほかに高圧コンデンサーで

すとか、蛍光灯に使用される安定器等がかなり多数

存在します。廃棄物となりましたものはＰＣＢ特措

法に基づきまして届け出義務がありまして、我々で

把握して適正に処理を進めることができますけれど

も、現在使用中のものについては掘り起こし調査を

行っておりまして、それにつきましても期限までに

処理できるよう、説明会等で事業者に説明している

ところです。

ＰＣＢを使った製品は今も生産され○金城勉委員

ていますか。

現在は生産は行われてお○棚原憲実環境整備課長

。 、 、りません ただ 以前使われているものについては

製造番号等で確認していただいて、適切に処理して

いただく必要があります。

平成38年までをめどとしてＰＣＢ廃○金城勉委員

棄物の排出はなくなると考えていいのですか。

確実に平成38年までに処○棚原憲実環境整備課長

理を終わらせるために、この事業を推進していきた

いと考えています。

その後、新たな発生はないというこ○金城勉委員

とでしょうか。

ＰＣＢは以前いろいろな○棚原憲実環境整備課長

用途に使われておりまして、ごく微量ですけれども
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。 、環境中には土壌とかに含まれている状況です 今後

それを減らしていくために、今把握できるＰＣＢに

ついては適切に処理していくということがこの事業

の内容となっております。将来にふやしていかない

ためです。

いろいろな工業製品の生産によっ○金城勉委員

て、新たに生まれることはないと受けとめていいで

すね。

おっしゃるとおりです。○棚原憲実環境整備課長

関連して、沖縄市のサッカー場の汚○金城勉委員

染問題のその後について御説明いただけますか。

沖縄市のサッカー場の○仲宗根一哉環境保全課長

埋設ドラム缶につきまして、平成25年６月に最初の

ドラム缶が発見されましたけれども、これまでに総

数で108本のドラム缶が掘り出されております。沖

縄防衛局、沖縄市、沖縄県の３者で協議しながら、

サッカー場の表層の土壌、それからドラム缶の付着

物、ドラム缶があった底面の土壌、周辺の地下水等

の調査を実施してまいりました。調査の結果、サッ

カー場の表層土については、土壌汚染対策法で定め

る基準値の超過はありませんでした。また、ダイオ

キシン類対策特別措置法で定める環境基準値の超過

。 、もございませんでした ドラム缶の付着物ですとか

ドラム缶のあった底面の土壌の一部については、基

準を超えるものがあったということで、これらは容

器等へ梱包した上で現地に設置されたコンテナに適

正に保管されているという状況です また サッカー。 、

場から掘り出された廃棄物のまじり土がありますけ

れども、これについてはグラウンドに積み上げて、

遮水シートをかぶせるということで養生をしており

まして、周辺への飛散防止対策を施しているといっ

た状況です。これまで沖縄県では、沖縄防衛局が実

施する掘削調査に伴って周辺環境への影響が出ない

かということで、地下水や近接する河川の河口部で

いわゆる底質―川の底の砂や泥を採取して、有害物

質が含まれていないかという検査を行っています。

現在まで実施している調査結果から、地下水等への

有害物質の影響は見られておりません。また、現在

も調査は続いておりまして、今後はそういった廃棄

物の処理であるとか、掘削部の埋め戻し等が予定さ

れておりまして、県としては引き続き環境法令に基

、 、づいて 沖縄防衛局や沖縄市に助言等を行いまして

作業の進捗を支援していきたいと考えております。

今の現状は、そういう掘削土壌を積○金城勉委員

み上げてシートをかぶせている状況ですけれども、

調査の終了の見通し、そして再利用の見通し等につ

いては皆さん把握されていますか。

調査に関しましては、○仲宗根一哉環境保全課長

廃棄物を掘り出した後の元地盤の土壌の調査があり

ますので、これも沖縄防衛局が調査を実施しており

ますけれども、まだ今のところ公表はされておりま

せん。また、その後もまだ掘削されていない部分が

あって、サッカー場のトイレの部分とか、その近傍

については、今後また調査を実施していくというこ

とで、少なくともあと半年以上は調査に時間がかか

る見通しであります。

出てきたドラム缶には、文字として○金城勉委員

枯れ葉剤メーカーの社名がありましたけれども、そ

の因果関係等についてはどうですか。

これについても沖縄防○仲宗根一哉環境保全課長

衛局が米軍に問い合わせを行ったり、あるいは商標

にあった米国の会社に問い合わせはしてるというこ

とですけれども、今のところ関連性については、ま

だわかっていないということです。それと、枯れ葉

剤成分の分析も行っていますけれども、分析結果か

ら枯れ葉剤の原料とみられる除草剤も検出されてい

ますが、ただ、その除草剤もかつて農薬として普通

に使われていたものですので、これをもって枯れ葉

剤だという確証はつかめてないと沖縄防衛局は言っ

ております。

その辺のところがまだはっきりしな○金城勉委員

いので、県としてもやはり強い関心を持って、沖縄

市や沖縄防衛局との連携を図っていただきたいと思

います。あと半年以上も調査を必要とするのであれ

ば、さらにまた次の活用についてはおくれることに

なるわけですし、ぜひ引き続き対応をお願いしたい

と思います。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力最近、

及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定―

の環境項目に関する日米間の運用改善日米地位協定

がありましたけれども、その内容について御説明い

ただけますか。

平成27○松田了環境政策課基地環境特別対策室長

年９月28日に、日米両政府間で、日米地位協定 補を

足する日本国における合衆国軍隊に関連する環境の

管理の分野における協力に関する日本国とアメリカ

合衆国との間の協定―環境補足協定が締結されてお

ります。締結された環境補足協定の主な内容は４点

ございます。まず１点目に、米軍の内部規則であり

ました日本環境管理基準、通常ＪＥＧＳと呼んでい

ますけれども、これを米軍が遵守すべき基準として
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補足協定の中に位置づけております。それから環境

に及ぼす事故が発生した場合、それから基地の返還

に関連する現地調査を行う場合に適切な立ち入りが

行えるように手続を作成する。３番目に、相互に情

報を提供し共有する。４番目に、協定の実施に関し

て、一方からの申し出により協議を開始するという

４点となっております。

この４点の見直しがなされたという○金城勉委員

ことで、日本の環境基準を守るということ、あるい

は汚染現場の調査もできるということは、例えば基

地内で汚染が発生したときを想定した場合、これま

での調査の仕方とこれからの調査の仕方は、具体的

にどのように変わりますか。

基地内○松田了環境政策課基地環境特別対策室長

への立ち入りについては、1973年の日米合同委員会

合意それから1996年の日米合同委員会合意、そう

いった合意に基づきまして手続の方法等が定められ

ております。今回の環境補足協定の締結に伴いまし

て、立ち入りに関する日米合同委員会の新たな合意

がされておりまして、例えば事故が発生した場合に

ついては、県が要望した場合、米軍が妥当な考慮を

払うということで位置づけられていますけれども、

米軍の運用に左右されると。米軍が妥当な考慮を払

、 、う義務はありますが その妥当な考慮を払った上で

必ず払えるのかどうかということについては、まだ

実績もないということもございまして、この運用が

なされるということなどについては不十分な点があ

るのではないかと考えております。それから、返還

の際の立ち入りにつきましては、県は少なくとも３

年前から立ち入り調査を実施したいということで外

務省に要望しておりましたけれども、この点につい

ては返還の150日労働日前―約７カ月程度を越えな

い範囲で日米間で決めるということになっておりま

して、これも不十分な点ではないかと考えておりま

す。

補足協定ができて改善されたと日米○金城勉委員

は言っているようですけれども、この調査について

や基準を守ることについても、米軍側の妥当な考慮

が前提になるということであれば、実際それが日本

側あるいは県の意向に沿った形で実施されるかどう

かは、保証の限りではないですね。

今後の○松田了環境政策課基地環境特別対策室長

運用を待って評価すべき点もあるかと考えておりま

す。

例えば、金武町のヘリの落下事故が○金城勉委員

ありましたけれども、そういうケースの場合、県も

調査を要請したけれどもなかなか許可がおりない

ケースがありましたが、あのようなケースに当ては

めて考えた場合はどうなりますか。

米軍か○松田了環境政策課基地環境特別対策室長

ら事故があったと通報を受けた場合は、県が要請す

れば米軍が妥当な考慮を払うと。その際に、県でサ

ンプリングすることについても妥当な考慮を払うと

いうことになっておりまして、現時点での日米合同

委員会の合意の内容では、以前と比べると立ち入り

の可能性が高い、あるいはサンプリングについても

認められることがあるといったことで、県の調査に

ついては前進した部分もあるかと思いますけれど

も、その妥当な考慮を払うという点において米軍の

運用に左右されることがございますので、我々とし

ては日米両政府に対して、立ち入りをきちんとでき

る形で引き続き要請は行っていきたいと考えており

ます。

現実はなかなか難しいですね。米軍○金城勉委員

の裁量権が優先されることになると、不利な状況で

あればあるほどこれが許可されにくいことは容易に

想定されます。例えば、沖縄市のサッカー場の汚染

問題の場合も、やはり返還前の事前調査がしっかり

なされないためにこういう結果が出てきているの

で。しかも３年前の要望が150日になっているとい

うことでもありますし、その辺のところも非常にこ

の補足協定はあのように大々的に発表した割には、

なかなか意向に沿った形にはなってないように感じ

ますけれどもどうですか。

返還の○松田了環境政策課基地環境特別対策室長

際の立ち入りについては、通常が150日労働日前と

なっておりますけれども、別途日米間で合意すれば

それ以前の立ち入りも可能ということで合意が行わ

、 、れておりますので 今後そのような返還に際しては

県としては少なくとも３年以前には立ち入りができ

るような形で認めていただきたいと要望していきた

いと思っております。

これは引き続き日本政府に対して○金城勉委員

しっかりした環境基準を設けられるように働きかけ

をお願いいたします。

、 、次に アスベスト被害の救済制度の運用について

事業内容の御説明いただけますか。

アスベスト被害の救済制度○永山淳環境政策課長

について、現在、２つの法律でもってやっておりま

す。労働者災害補償保険法、いわゆる労災補償が１

つ。さらにもう一つの法律が、石綿による健康被害

の救済に関する法律、これら２つの救済制度があり
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まして、１つは特別遺族給付金になります。さらに

もう一つは、救済給付金という３つの救済制度があ

りますけれども、前者は労災補償と、石綿による健

康被害の救済に関する法律の特別遺族給付金につい

ては所管である国が直接行っているものでありま

す。県が所管しているものは、石綿による健康被害

の救済に関する法律の救済給付というものを所管し

ております。これについて、対象者を石綿により健

康被害を受けた者のうち、労災補償の対象とならな

い者―これは労働者の家族であるとか工場周辺の居

住者等が対象になります。これにつきましては、窓

口は独立行政法人の環境再生保全機構が行っており

ますけれども、平成27年３月現在で沖縄県の認定状

況は49名で、そのうち１人が元米軍関係者、労働者

であります。

この石綿被害に至るケース、これま○金城勉委員

でのことを踏まえてどうでしょうか。例えば、米軍

基地内でアスベストが使用されて、被害が出るとい

うこともわからないままに工事をして、多くの軍雇

用員が被害を受けたケースがありました。それ以外

に民間地域でもありますか。

これは、基本的に我々が受○永山淳環境政策課長

け付けとしてやりますが、独立行政法人環境再生保

全機構によって、いろいろ審査とかをやって給付し

ておりますけれども、そこまでの状況は今のところ

把握しておりません。

どこでそういう石綿被害を受けたか○金城勉委員

、 。というところまでは 皆さんでは把握していないと

先ほど話しましたように、○永山淳環境政策課長

公表されたものは沖縄県でありますと病気の種類で

わかります。例えば、中皮腫であれば認定されてい

るのは９人、肺がん２人、びまん性胸膜肥厚はゼロ

というように、何名といった形では統計は出ていま

すけれども、どこでどうやってこうなったというこ

とについては公表はされていません。

今、説明があったように２つの法律○金城勉委員

で救済する仕組みができているということですが、

労務災害等については商工労働部あたりが管轄に

なっているのでしょうけれども、この認定者が49人

で、皆さんの資料によると、県内での申請者数がこ

とし３月現在で77人で、うち環境政策課長が答弁さ

れた認定者数が49人となっていますが、この77人の

うち49人しか認定されていないという内容について

もわかりますか。

今のところ申請者数に対し○永山淳環境政策課長

ての認定者数は数字でしか我々には公表されていな

くて、内容についてもこちらではわかりません。

前島明男委員。○新垣良俊委員長

それではまず、環境部にお尋ねを○前島明男委員

いたします。赤土防止対策についてですけれども、

これは沖縄県の観光事業において非常に重要なこと

でありますのでお聞きしたいのですけれども、県内

で赤土による被害が特に大きいところはどこなの

か、その辺をまず教えていただけますか。

県で、赤土流出のある○仲宗根一哉環境保全課長

海域についてモニタリングをずっと行っていますけ

れども、直近３カ年で見てみますと、最も赤土が堆

積している―ランク分けして最高ランクが８で申し

上げますと、ランク８が平成24年、平成25年、平成

26年ともに宮良湾となっております。そのほかに高

いところとしましては、平成26年にうるま市池味地

先がランク７ということで、比較的赤土が堆積して

いる海域となっております。

そのほかは。○前島明男委員

人的な赤土の汚染が見○仲宗根一哉環境保全課長

られるというところでランク６以上が赤土の汚染海

域と判断しておりますけれども、ランク６に関して

は結構ありまして、平成26年度だけで見ましても、

今帰仁村の大井川河口や本部町の大小堀川河口、そ

れから恩納村の屋嘉田潟原、東村の平良川の河口、

宜野座村の漢那中港川河口。沖縄本島だけでもこれ

ぐらいありまして、あと離島の石垣島では嘉良川河

口でありますとか、大浦川河口、吹通川河口、それ

から名蔵湾。竹富町にいきまして、与那良川河口と

なっております。

聞いていますと、これはほとんど○前島明男委員

農地から出てくる赤土被害のように思いますけれど

もどうですか。

平成25年度に全県的な○仲宗根一哉環境保全課長

年間赤土流出量の調査を行っておりまして、その中

で流出源ごとに割合を見てみますと、やはり農地か

ら８割以上流れているといった調査結果が出ており

ます。

農地から出てくる赤土の防止対策○前島明男委員

はどうなっていますか。

環境部としましては、○仲宗根一哉環境保全課長

今行っている一括交付金事業の中で、赤土流出防止

活動を行う団体に対して補助金を交付して、特に農

地周辺からの赤土流出に対する防止活動について支

援をしております。そういった団体はグリーンベル

ト―植栽といったようなことで対策をしている状況

でございます。



－298－

これはどういう団体ですか。○前島明男委員

ほとんどがＮＰＯ団体○仲宗根一哉環境保全課長

です。

これは、ＮＰＯでやることも大事○前島明男委員

なことかもしれませんけれども、建設現場であれば

沈砂池をつくることが義務づけられているので、ほ

ぼ建設現場からは赤土の被害は出てこないと思いま

す。ほとんどが農地ですから、ＮＰＯ団体でやるの

も結構だと思いますけれども、私が個人的に思うの

は、グループでこの畑の主の地域をひとまとめにし

てやるか、あるいは市町村単位で区域を決めて沈砂

池をつくるなりして、海に赤土で汚れた水を一切流

さないというような方法はとれないのか。その辺は

どうですか。

先ほど申し上げた農地○仲宗根一哉環境保全課長

の対策の中には、農地の周辺にも沈砂池を事業で設

置しているところもありますので、これも農林水産

部の事業ですけれども、そういった沈砂池に堆積し

ている赤土がありますので、それを除去する活動も

団体の一部ではやっております。そして、特に赤土

の流出が多い石垣島についても、我々の事業の中で

地域の人たちを集めて、啓発啓蒙活動を行ったりは

しております。

一旦海が汚れるともとに戻すこと○前島明男委員

はなかなか至難のわざなのです。ですから絶対に農

地からの赤土は海に流さないと。沈砂池を地域ごと

に幾つかつくって防止するということで、ＮＰＯ団

体以外でも市町村がそれを積極的にそういう問題に

取り組んでいくという方法を、また、農林水産部は

農林水産部でやっているのでしょうけれども、環境

部は環境部でしっかりとやってもらいたいと思って

おります。

赤土の流出防止対策に○仲宗根一哉環境保全課長

つきましては全庁的な機関がございますので、沖縄

県赤土等流出防止対策協議会あるいは幹事会の中で

関係部局と連係を図りながら、赤土の流出対策を今

後ともより一層強く推進していきたいと考えており

ます。

防止対策について質疑しましたけ○前島明男委員

、 、 。れども 今後 汚れた海域をどう再生していくのか

その辺はどう考えていますか。一旦汚れたところを

可能な限り元に戻す、そういう対策はどうですか。

そういった赤土等で汚染され○當間秀史環境部長

た河川や海域の浄化等も含めて、今、沖縄県におい

ては環境再生事業に取り組んでおります。昨年度に

おいて環境再生指針をつくりまして、環境再生事業

をいかに進めていくかという指針でございますけれ

ども、これに基づいてまず手始めに、東村の慶佐次

川は、上流の畑からの赤土流出によりかなり河川が

汚れておりまして、なおかつ赤土の土砂によって中

流域も陸地化しており、マングローブが繁茂してい

るような状況があります。下流においてはカヌー等

を利用してツーリズムをやっているところですけれ

ども、干潮には船さえもこげないという状況があり

ますので、上流における赤土流出をとめるというこ

とと、中流域においては河川のしゅんせつ、そして

下流域においてもしゅんせつ等を行うという事業

を、東村慶佐次においてモデル事業として今年度か

ら取り組んでいるところであります。

サンゴを死滅させることは漁業と○前島明男委員

も大きなかかわりが出てきますので、その辺は漁業

協同組合等といろいろ協力体制も必要かと思います

けれども、個人の畑から赤土を流した場合、罰はな

いのですか。

沖縄県赤土等流出防止条例に○當間秀史環境部長

おいては、農地については除外されているところで

あります。

これは何らかのパニッシュメント○前島明男委員

をやらないと、汚しても何の責任を問われないとい

うことではイタチごっこで、赤土流出汚濁は一向に

よくならないです。ですから、その辺のことも考え

てやらないと、赤土を流しても罰も何もないのでは

いけないと思いますけれども、環境部長はどう考え

ますか。

先ほど申し上げた環境再生事○當間秀史環境部長

業の中において、協議会というものを持ちます。こ

れは河川にかかわっている地域の人々が集まって、

この地域を今後どうよくしていこうかというような

、 。協議をして 構想あるいは計画をつくるところです

その中には当然、農家の方であるとか水産業をして

いる方、地域の代表あるいは役場の方なども含まれ

ていますので、その中で流域全体として赤土問題に

取り組んでいけるということでございます。

これは個人農家の意識を高めない○前島明男委員

とだめです。ＮＰＯ団体が対策をやるとか、あるい

は市町村が対策やると言っても、これは農家個人が

そういう意識を持って、条例もあるし自分の畑から

赤土を流したら罰金を取られるかもしれないという

ことであれば、やはりみんな考えます。ですから、

その辺も今後の課題として、私は十分検討してもら

いたいと思います。これは要望です。

今度は企業局、１点だけ。各家庭の水道料金の一
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番安いところと一番高いところを教えてください。

一般家庭で10トンの水を○石新実配水管理課長

使った場合の料金で、県内の市町村で最高が北大東

村の3535円、最低が東村の630円となっています。

同じ県内に住んでいて同じように○前島明男委員

税金も払っていながら、片方は10トン当たり630円

で、片方は3535円で５倍もの差があります。人間が

生きていく上では、何も食べなくても水と空気さえ

あれば２週間もつらしいです。肝心の水が県内に住

んでいてこれほど格差があるのでは、これはそのま

まほっておくわけにはいかないです。ですから、そ

れを平準化するといいますか、東村あたりは水がめ

で水を我々に供給しているわけだから、それはそれ

でいいとして 大体平均的な 例えば2000円なら2000、 、

円で、あるいは1500円ぐらい、その辺の平均の給水

料金でできる方法はないですか。

前島委員の御指摘はもっとも○平良敏昭企業局長

。 。だと思います 電力料金を見れば全県一律料金です

そういう点から考えると、確かに問題点は大いにあ

るかと感じています。ただ、北大東村や南大東村は

水源がほぼないということで、海水淡水化で対応し

ています。そのための動力費、いわゆる電気料金の

コストと給水人口が極端に少なくて、南大東村です

と1500円超ぐらいで、北大東村だともっと少なく半

分ぐらいということで、これだけの料金差が出てく

る。一方、東村は水源もあって、緩速ろ過等で設備

投資をそれほどしなくても済むということで、非常

に安く済んでいる。一方、その中で企業局が供給し

ている市町村は大体1300円から1500円強ぐらいでお

さまっているわけです。ですから、用水供給を広域

化することによって、ある程度の差を縮めることは

可能だと考えております。極端に料金の高い沖縄本

島周辺の８村は水源から水を浄水するコストがかな

りかかってます。今現在、企業局の浄水コストの原

価は１立方当たり100円を切るぐらいです。これが

沖縄本島周辺８村の場合は800円や900円とかにな

る。これを我々企業局が担って100円前後ぐらいで

やると もちろん 現地では大赤字です 我々がやっ。 、 。

てもこれぐらいかかるわけです。ただそれは全体で

対応することで100円前後の原価―売値で言うと、

消費税抜きで102円24銭でやることによって、この

差をできるだけ縮めたいと、今、考えて取り組んで

いるところです。

大変夢のような話がありましたけ○前島明男委員

れども、やるとすればこれはいつごろから実施可能

ですか。

早速、本年度末には厚生労働○平良敏昭企業局長

大臣に事業計画変更の認可をとらなければならない

わけです。これは当然、議会でも議論していただく

ことになりますけれども、これをやった上で、準備

を進めて早いところで平成29年度の後半。一応、８

村の村長の皆さんとの協定では平成33年度までには

全部を終了するという協定ですけれども、我々とし

てはできれば１年程度は前倒しをしたいという考え

で全力で取り組んでいる状況です。

離島の皆さんにとっては非常にあ○前島明男委員

りがたい話なので、ぜひ１年でも早くできるように

皆さんの御尽力に期待をしたいと思います。

嘉陽宗儀委員。○新垣良俊委員長

環境問題です。環境保全費に不用○嘉陽宗儀委員

額がかなり出ていますけれども、大きな理由を少し

説明できますか。

土木環境保全費の不用額が○永山淳環境政策課長

3040万1358円になりますけれども、不用額で一番大

きいものが、水質測定機器整備事業費―これは552

万1000円で、観光施設等の総合的エコ化促進事業が

368万1000円となっております。

不用額に出すよりは、環境保全費○嘉陽宗儀委員

ですから、今説明があったもの以外にも保全を図る

べき課題というものはあるのではありませんか。

基本的に国庫補助事業であ○永山淳環境政策課長

りまして、使途が特定されているものですから、ほ

かに流用することが制度的にできないものでありま

すので、不用ということになります。

なぜこういうことを聞いているか○嘉陽宗儀委員

というと、今、大騒動しているのは、辺野古の海の

埋立承認に対して前知事がとるべき環境保全策は全

部とったので埋立承認しますということがありまし

た。埋立承認について、環境部は環境保全にやはり

少し問題があるのではないかというものを出してい

たと思います。これは間違いないですか。

環境部長の意見として、示さ○當間秀史環境部長

れた環境保全措置では懸念が払拭できないという意

見を出したことがあります。

それで難しいという態度をとって○嘉陽宗儀委員

いながら、途端にとり得るべき処置を全部とりまし

たという知事のコメントになっていますね。環境部

の皆さんも埋め立てて大丈夫です、環境保全できま

すよとゴーサインを出したわけです。そのとき私は

どういう処置をとったのかと思いました。最初は困

難だったけれども、こういう措置をとったから大丈

夫ですよという知事意見になったかと思います。そ
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れで、今、皆さんは予算も余ったから、やったかと

聞いています。

埋立承認につきましては、主○當間秀史環境部長

管部局であります農林水産部それから土木建築部に

おいて判断されて、承認されているものと思います

けれども、この部分について環境部としては懸念は

払拭できないという意見を述べたところでありま

す。環境保全措置については、事業者である沖縄防

衛局において適正に執行していただくということで

ございます。

沖縄防衛局の環境アセスメントを○嘉陽宗儀委員

ここで議論して、結局は、環境保全策はきちんとと

れないにもかかわらず、例えば、いろいろな措置を

とってマニュアルを出して、それで沖縄防衛局が

ちゃんと措置をして、環境を守りますというのがあ

りましたね。今、沖縄防衛局は、そのマニュアルを

一つでもつくっていますか。

主管部局において承認に当○當間秀史環境部長

たっては留意事項をつけてございまして、そのとき

に、例えば騒音問題については米軍に周知するとい

うことと、それから環境保全措置については環境監

視等委員会の指導・助言を得て行っていくようにと

いうことになっているところでございます。

この環境監視等委員会の問題につ○嘉陽宗儀委員

いて言えば、まともにきちんとしなかったのではな

いかということで、この場で私は問題提起したので

すけれども、今、新聞にあるように、事業者から環

境監視等委員会に寄付をされていたという問題が出

ています。寄付をもらっているために、本来ならば

ちゃんと環境をきちんとするという立場で仕事しな

ければならないにもかかわらず、便宜を図ったとい

う疑念を私は持っていますけれども、どう思います

か。

当該環境監視等委員会は、事○當間秀史環境部長

業者の要項に基づいてつくられておりまして、その

要項の中で、普天間飛行場代替施設建設事業を円滑

かつ適正に行うため、環境保全措置及び事後調査等

、 、に関する検討内容の合理性 客観性を確保するため

科学的、専門的助言を行うことを目的とするとあり

ます。そういった意味からすると、委員会の運営に

当たっては、その合理性であるとか、その客観性に

疑問を持たれるようなことがないように運営はすべ

きだと考えます。

そういうことが書かれています。○嘉陽宗儀委員

ところが、実際はいろいろな委員が金をもらってい

た。その中で特に中心になって委員会を取り仕切っ

たのが、いであ株式会社と書かれています。いであ

株式会社という会社を知っていますか。

いであ株式会社については○當間秀史環境部長

知っています。

どういう会社ですか。○嘉陽宗儀委員

主に環境系のコンサルタント○當間秀史環境部長

を行っている会社であります。

私の調査でも、全国の政府に関係○嘉陽宗儀委員

するような環境についてはほとんどコンサルタント

して仕事をしていますけれども、この会社は、前は

どういう名前でしたか。

たしか、新日本気象海洋○古謝隆環境企画統括監

株式会社だったと思います。

そうだと思います。なぜそれを言○嘉陽宗儀委員

うかというと、私は新石垣空港の建設予定地をめ

ぐって２転、３転する中で、白保に建設場所をずら

すということがあったときに、この位置をずらす調

査をして、問題ありません、サンゴもありませんと

やったのがこの会社、新日本気象海洋株式会社―新

日気なのです。だから、アオサンゴが豊かにあるに

もかかわらず、サンゴはありませんという調査報告

書を出した企業なものだから、問題ありと。この問

題を受けて、我々はサンゴ礁の海を埋め立てて飛行

場をつくったのではサンゴを守れないということ

で、大丈夫という報告書があったけれども、奄美大

島の新奄美空港は埋め立ててつくっても大丈夫だと

言うので調査に行った。そこで中川京貴委員も一緒

、 、に調査して 私が調査したらサンゴが死滅している

中川委員が調査したらサンゴはたくさんありました

ということなのです。それで、この新日気はこれま

で県の仕事をしたことはありますか。

環境部もいであ株式会社○古謝隆環境企画統括監

に業務委託したことはございます。

今まで県のどういう仕事をしてき○嘉陽宗儀委員

たか、調べられますか。

まず、環境部は事業実施○古謝隆環境企画統括監

部局ではございませんので、いであ株式会社に委託

する業務は特にございません。もう一つは、環境を

監視するという意味合いですと、アセスメントの手

続を経た案件につきましては、アセスメントの審査

会がございますので、それは独立性を保って審査を

しているところでございます。環境部でいであ株式

会社に業務を委託したのは、調査研究部門であると

か、あるいはダイオキシンなどについて、いであ株

式会社も環境省に登録した業者ですから、ダイオキ

シンの分析を依頼したことはございます。
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古い資料ですけれども、石垣島の○嘉陽宗儀委員

周辺海域の実態調査及びその取りまとめについて

は、県が新日気に委託した。しかもこれだけではな

くて、新石垣空港環境現況調査報告書を見たら、土

木建築部と新日気が両方でやって、中身は新日気が

責任持ちましたと。新日気は、新石垣空港の白保の

海には貴重なサンゴはありませんという報告書を出

したので、私どもは改めて石垣島に行って、白保の

海に潜って、豊かなアオサンゴ礁があるではないで

すかということで追及をして、建設場所の変更がで

きたのです。これはわかりますか。

申しわけございませんが、私○當間秀史環境部長

は存じておりませんでした。

問題はアオサンゴを調査している○嘉陽宗儀委員

にもかかわらず、ないと。私はここの会社の担当責

任者に電話をして、東京で話をしました。あなたの

報告書を見ると石垣島の白保には貴重なサンゴは生

息してないということになっているけれども、私が

調査したら豊かなアオサンゴ群落があった。あなた

は本当に調査したのかということを聞いたら、私は

サンゴを知りませんと。海洋生物学の専門ですとい

う話だったのです。当時、私は議会で質問をしてい

ますから議事録も残っていますので、少しあの辺を

精査してみてください。問題は、県の公金を使って

の環境調査でありながらごまかしの書類をつくっ

て、証拠として残っている。こういうものはやはり

今度の辺野古の問題でも重大な問題ですから、ちゃ

んと皆さんは神経をとがらせて見守らないといけま

。 。せん この会社に県から採用された人はいませんか

事実確認をしないとよくわか○當間秀史環境部長

りませんけれども、職員か嘱託かで行ったという記

憶はあります。

私も一応は調べて、それなりの幹○嘉陽宗儀委員

部職員が行って、このような環境アセスメントの取

り仕切りをやっていると。ですから、そういう関係

が続く間は沖縄県の豊かな自然環境は守れない。で

すから、少なくとも今後は、県がかかわってこうい

う業者に仕事をさせて、ゆがんだ結果が出るような

ことはしないでもらいたいと思いますが、いかがで

すか。

先ほど申し上げたように、当○當間秀史環境部長

該環境監視等委員会は、合理性、客観性を担保しつ

つ、その環境保全措置について検討していただくと

いう委員会でありますので、そういう誤解のないよ

うにやっていただきたいと思っております。

別に今の知事のもとでかかわって○嘉陽宗儀委員

いるということを言っているのではなく、この仕事

は前の知事までの仕事です。ですから、前の知事が

環境保全策を十分とっていないにもかかわらず、と

り得るべき環境保全策をとりましたという態度を

とった裏にはこういう人々が動いていたのではない

かと、私はまたいつものとおり疑い深いですから、

疑っている。ガラス張りではない。少なくとも今回

のこの問題についても、やはり貴重な辺野古の環境

を破壊させないで、皆さんは環境を守る立場から今

後努力していくべきだと思いますけれども、いかが

でしょうか。

現時点においては埋立承認は○當間秀史環境部長

取り消しをされている状況なので、今後どうするか

というコメントはしにくいところではありますけれ

ども、いずれにせよ、埋立承認をするに当たって留

意事項をつけて、環境監視等委員会に期待するもの

が大きいところがありますので、やはり委員会の運

営に当たっては、ぜひ適正に進めていただくようこ

ちらからも要請はしたいと思っております。

疑惑を持たれないように仕事をし○嘉陽宗儀委員

てもらうということは当たり前です。特に今回の場

、 、 、合 こういうぐあいに大きく出て さらにこれは今

ここのやった仕事に皆が関心を持って、問題がどん

どん噴き出してきている。そういう中での仕事で埋

立承認をしてきたということは、やはり問題ですか

らね 目を光らせて 環境部長の仕事を本当に頑張っ。 、

てください。

環境保全措置を図るために、○當間秀史環境部長

しっかり努めていきたいと思います。

新垣安弘委員。○新垣良俊委員長

環境部からお願いします。○新垣安弘委員

、 。午前中も出ましたけれども 海岸漂着物の件です

先週、町議会議員の方に会ったら、具志頭の海岸に

漂着物が結構あるという話があったのです。また、

せんだって、久米島の方からも台風のあとの漂着物

がすごいという話もあったりして、そういうものを

聞くと恐らく漂着物は十分には対処されてないので

はないかと思うのです。そういう状況の中で、午前

中も１億4000万円を国庫に返納したという話を聞く

と、もったいないなという気がします。そこでお伺

いしたいのですけれども、ボランティアで市町村が

やっている部分と、住民とか団体にいろいろ働きか

けてやっている部分もあると思いますが、海岸清掃

の作業を市町村がボランティアでやっている部分

と、お金をかけてやっている部分の割合はどのよう

な感じでしょうか。
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割合については把握して○棚原憲実環境整備課長

おりませんけれども、１つのイベントとして、まる

ごと沖縄クリーンビーチ2014というイベントをやり

まして、これは沖縄県内180カ所で行われたもので

す。そのときの参加者が１万人で、ちなみに回収量

としましては74トンです。本事業の平成26年度の実

績では回収量は755トンですので、約10分の１ぐら

いがボランティアによる成果、トン数でいうとそう

いう状況にあります。ただ、県民が広く使うビーチ

は、優先的にボランティア活動できれいにされてい

ると考えております。

今言った事業は、県が主催した事○新垣安弘委員

業ですか。

平成26年度に755トン回○棚原憲実環境整備課長

収したというのが、海岸漂着物対策事業ということ

で、海岸管理者と市町村に事業を実施してもらった

トータルの実績です。

年間を通して、漂着物が流れ着い○新垣安弘委員

てふえる期間などいろいろあると思います。そうす

ると、呼びかけて漂着物を集める作業をやる期間が

あって、実際その後に台風などがあって漂着物が

いっぱい来る時期があると、いつやるかによってま

た違うわけでしょう。そこら辺のやる期間、漂着物

がふえる時期とか、事業をやる時期は工夫されてい

ますか。

環境整備課が直接委託し○棚原憲実環境整備課長

てモニタリングとして実施している事業は、我々が

直接期間を調整しますけれども、通常の海岸におけ

る本事業の実施につきましては、海岸管理者と市町

村が独自に場所の選定や期間を決めて行うため、我

々が直接期日や時期を決めているわけではございま

せん。

例えば、予算があるならば自分た○新垣安弘委員

ちがやりたいと、仕事をできるという人達がいるけ

れども、市町村がそういう事業を発注しないという

食い違いがあるともったいない話で、そこら辺は海

岸に限らず港湾のごみの処理とかもあって、市町村

が委託したいときにそういう作業をやる人達が、別

の仕事もあってちょうどその時期はできないという

ミスマッチングもあるという話も聞きます。かかわ

りのある市町村はいろいろやっていると思いますけ

れども、どのようにやっているのか。できれば県で

いいやり方、例えばシルバー人材を使ったり、町が

団体を使ってボランティアでやりましょうというこ

とで、子供たちを使ってやるとして、ボランティア

でやって町自体が県に対して補助金を請求するとい

うことはできない話ですよね。

例えば、ボランティアの○棚原憲実環境整備課長

方々に協力していただいて回収はしましても、ごみ

の処理を廃棄物処理業者に委託したりということに

ついては、この事業は活用してもらえます。実際の

作業自体を委託することも可能ですし、ボランティ

アで集めた廃棄物処理の委託料をこの事業で活用す

ることも可能です。

せっかくの予算がついているの○新垣安弘委員

で、有効利用してもらいたいです。

あともう一つ、44ページの資料です。グリーンプ

ロモーション事業。これは事業効果のところに、地

域住民による緑化活動を支援する新たな体制を構築

することとなったと書いてありますけれども、新た

な体制とはどういう体制ですか。

グリーンプロ○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

モーション事業につきましては、平成26年から平成

28年までの３カ年を予定をしている事業でございま

す。事業内容は、地域住民が行う花と緑の名所づく

りということで、公募をしまして、具体的に募集し

てきたところの団体に名所づくりの支援を行うとい

うことで６団体を、今、選定して支援を行っている

ところでございます。それから、あわせてそれぞれ

地域の緑化について中核的な団体を育てようという

ことで、その中核的な団体を中心にそれぞれ自治会

とか、学校などいろいろなところで展開するものに

対して苗木の支援も行うし、緑化の指導も行うとい

う体制づくりをするということがこの事業の大きな

目的になっております。現在、６団体については、

本部町のクメノサクラの植栽管理をしている本部町

花いっぱい推進協議会伊豆味支部の皆さんとか、二

見以北地域振興会の皆さんで道路の周辺をやる皆さ

ん、それから希の会、また、一般社団法人南城市観

光協会の皆さんですとか、あらゆらぬ花会、宮古島

環境クラブ、地域で一生懸命緑化に取り組んでいる

それぞれ６団体に、今、支援をしております。あわ

せて大きく取り組んでいることが、県道の管理も含

めて土木建築部と一緒にこの事業を取り組んでいま

すけれども、土木建築部も県道については300近く

のボランティア団体の皆さんに１カ所約５万円ずつ

の補助金を提供して、県道の維持管理をお願いをし

ているのが実際のところです。ただ、年間維持管理

費に５万円というとかなり厳しい状況がございます

ので、その５万円の維持管理費を提供するために、

補助金という形で出しているものですから、その申

、 、請や検査やらと 非常に事務も煩雑化しているので
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これらの参画のボランティア団体について中核的団

体―それぞれ北部、中部、南部、宮古、八重山、そ

れぞれの地域に中核団体をおいて県道の維持管理を

年間３回か４回ぐらい花の苗を提供することで逆に

維持管理にかえられないかと。要は、１回植えます

と水やりをしてずっと草とりとかそういうことに作

業が行きますけれども、その花の値段が非常に高い

ということで年に１回しか提供できない。それを安

価に生産して提供することで、３カ月に１回花を植

えかえる。そのことで維持管理にかえられないかと

考えて、今、維持管理の中核組織をつくって、安価

な苗木を提供して、県道のボランティアプラス自治

会の皆さんにも安い苗を提供できるような体制づく

りが今回の事業の内容でございます。

私は土木建築部にも前に提案した○新垣安弘委員

ことがありますけれども、この団体は、土木建築部

の場合も市町村ではなく県が直に管理しているわけ

です。今、皆さんが言う中核団体も恐らく市町村の

管理ではなく、皆さんが直に管理するのでしょう。

県道をよく利用したり、日ごろずっと見ているのは

市町村だと思います。そこはこういう団体は県が直

ではなくて、市町村に関係を持たせながら管理した

ほうが団体の皆さんにとってもいいような気もしま

す。市町村には負担になるかもしれないけれども、

そこら辺はどうでしょうか。

委員御提案の○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

とおり、我々も県道だけでこの組織を運営しようと

は考えておりません。できれば市町村を含めた形で

利用していただくと。逆に、この組織が市町村から

の花代の支援などのいろいろな支援を通して、行政

だけではない独自の運用ができないかということま

で考えて、今、仕組みづくりを検討している状況で

す。いずれは市町村それから自治会の皆さんに利用

いただけるような中核団体に仕上げたいと考えてい

るところです。

次に、沖縄県の次世代自動車充電○新垣安弘委員

インフラ整備ビジョンについて御説明お願いしま

す。

ＥＶ車の充電設備の整備状○永山淳環境政策課長

況ですけれども、平成27年６月現在、県で把握して

いる県内における電気自動車充電設備の設置施設は

118カ所となっております。２年前の平成25年５月

時点では62カ所でありましたので、当時と比較して

約２倍の箇所数となっております。

タクシーとレンタカーにおける電○新垣安弘委員

気自動車の数はわかりますか。

レンタカーとタクシーの導○永山淳環境政策課長

入状況ですけれども、レンタカーでは平成23年２月

に220台の電気自動車―日産リーフが導入されまし

たが、平成27年１月時点では、電気自動車の登録数

は22台と５年間でかなり減少しています。220台が

現在22台になっております。

タクシーにつきましては現段階で把握できたのは

２社です。それ以上の情報は把握しておりません。

２社で２台です。

５年前に220台あった電気自動車○新垣安弘委員

が、５年間で今、22台になってしまっているという

ことですよね。その原因や理由とかを教えてもらえ

ますか。

実はレンタカーにおいてか○永山淳環境政策課長

なり減少しているのは、ＥＶレンタカー導入当初、

文化観光スポーツ部が平成23年３月に観光客に対し

て調査したことがあります。その結果、観光客の不

安が大きいと。なぜかというと、やはり航続距離が

短いので、ヤンバルとかへ行くと途中で切れてしま

うのではないかという不安があって、レンタカー利

用者の６割以上が不安ということで利用率が低迷し

て、レンタカー業者が電気自動車の多くを手放した

ということになっております。

レンタカー会社は200台の電気自○新垣安弘委員

動車を手放したことになっていますけれども、この

200台は県内にありますか、外に出て行ってしまっ

たのですか。

詳しい調査はしていません○永山淳環境政策課長

けれども、これについてレンタカー会社が県外に返

したものもあるし、県内でも出ている状況もあるみ

たいですけれども、それについては調査しておりま

せん。

一時期テレビでもよくやっていま○新垣安弘委員

したけれども、県内の大きさを考えたら電気自動車

に向いているといった話があって、国の充電設備の

補助事業もあってどんどんふやしていこうというこ

とがあって、県としてもエコリゾートアイランド構

想の中で次世代の電気自動車をふやしていこうとい

うことが沖縄21世紀ビジョンにも掲げていたことだ

と思うのです。そういう方向性なのに、220台あっ

た電気自動車がたった22台になってしまった。環境

部長、これはどう考えますか。

基本的には充電の箇所数が少○當間秀史環境部長

なかったことが大きな要因かと思われます。通常、

電気自動車の航続距離は200キロメートルと公称さ

れていますが、クーラー等をつけると100キロメー
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、トルから150キロメートルの間になるということで

観光客の不安が大きかっただろうと思います。現在

では、例えば沖縄本島北部を観光する際の充電ス

ポットがどれぐらいあるかというと、やはり国頭村

で３カ所、東村で１カ所、名護市では道の駅とかあ

る程度多いですけれども、やはり遠出をするような

場所に充電機がないということがあって、これまで

は進まなかったと思いますけれども、沖縄21世紀ビ

ジョンによって箇所数や充電施設の整備が進んでき

ておりますので、今後は反転して電気自動車が伸び

るものと期待しています。

これはＥＶタウン構想の中に、国○新垣安弘委員

の政策で全国何カ所か入っていて、沖縄県もその構

想を掲げて指定されているのです。全国あちこちで

１つの県の都市地域でやっている部分もあるし、い

ろいろやっているので、そこは沖縄県の今のこの状

態は、全然いい方向に行っていません。ＥＶタウン

構想で恐らく全国で10カ所以上指定されている地域

があると思います。ほかの地域のこともどうなって

いるかぜひ調べていただきたい 220台が22台になっ。

たということは大問題です。普通であればレンタ

カーで導入して、３年後、５年後ぐらいにそれが民

間に新古車、中古車として下りていってふえていく

、 、のが方向性なのに これは大変な状況だと思うので

ここはぜひ全国のエコタウン構想の状況を調べても

らいたいと思います。よろしくお願いします。

企業局お願いします。

ＪＩＣＡがことしの福島サミットで、大洋州に対

してＯＤＡ拠出金として500億円の方向性を出しま

した いろいろな国の戦略的な方向性があって 500。 、

億円のＯＤＡ拠出金を出したのです。それでＪＩＣ

Ａ沖縄が二、三カ月前に沖縄県の企業を集めて、Ｏ

ＤＡを利用して大洋州で事業しませんかということ

でやったと思いますけれども、企業局はそれに関心

を示しましたか。

新垣委員がおっしゃっ○上間丈文企業企画統括監

たのは９月15日のＪＩＣＡ在外事務所所長本部プロ

グラムでの中小企業海外展開セミナーかと思います

、 。けれども これには企業局は参加してございません

声がかからなかったこともございますけれども、実

際には参加しませんでした。たしか、商工労働部が

参加していると思います。そのような情報はある程

度収集している状況でございます。

沖縄県の企業の中で、水関係の事○新垣安弘委員

業をやっている企業がそれに参加したかどうかはわ

かりますか。

何社という確認はしていませ○平良敏昭企業局長

んが、少なくとも太平洋州の水ビジネスに関心のあ

る企業は何社かございまして、実際にはＯＤＡの枠

を活用して現地で調査事業をやっている企業もござ

います。そういうことで、先日、一般社団法人沖縄

県経営者協会の会長と何社かが私のところに見えて

おりまして、今後、水ビジネスについても積極的に

やっていきたいというお話がありました。これは、

、 、海外展開となると 企業局だけではなく商工労働部

それから土木建築部あたりでも土木建築事業を海外

でという企業もあるようですので、この辺と連携し

てどういう形で進めるかということはやる必要があ

るという話はしました。水ビジネスに関して申し上

げますと、どういう形で沖縄県の企業が参画できる

のか。一番の問題は、例えば本土では東京都とか横

浜市それから北九州市あたりが海外で具体的に水ビ

ジネスを展開するという取り組みをやっているわけ

です。沖縄県企業局は現時点で用水供給しかやって

ないのです。いわゆる市町村に水を卸売りするとい

う用水供給。海外展開となると、逆に末端の事業―

水道事業そのもののノウハウがないとできないとい

う問題があります。ですから、この辺で単に企業局

だけでどうこうするという話はなかなか難しい。一

方で、企業局は当面の課題として、先ほど来申し上

げている施設の老朽化とか耐震化といった課題が相

当山積していますので、今、具体的に水ビジネスで

私どもが海外でどうのこうのということは、まず人

員的にも無理な話がありますので、当面県内の水関

係の企業がどういうニーズを持って具体的に動く

、 、か それを何回か私は局長室でお話をしていますが

バックアップという点では、当然、必要であればや

りますよと話はしているところであります。

ぜひ これは野田政権のときに400○新垣安弘委員 、

億円で、今度安倍政権になってことし500億円にし

て、結構いろいろな戦略的な面で太平洋州に対して

は見ていますので、そこは太平洋島サミットのこと

もあるし、沖縄県としても思い入れを持って見たら

いいと思うし、そうやってＯＤＡの予算がつくわけ

ですから、ぜひ何らかの形でかかわれるようでした

ら、企業と一緒になってかかわっていければと思い

ますので、よろしくお願いします。

あともう一点、企業局が供給している水と南部水

道企業団の水質の特徴の比較をお願いします。

南部水道企業団ですけれど○石新実配水管理課長

も、給水区域を３つの系統に分けておりまして、そ

のうち新川分岐系統、津嘉山調整池系統というもの
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は全量企業局から送った水を使っております。主に

南風原町方面になります。もう一つ、八重瀬配水池

系統というものがございまして、こちらは主として

八重瀬町に供給していますけれども、南部水道企業

団が所有している摩文仁浄水場の水と企業局の水を

ブレンドした水を供給しています。この企業局の水

と、ブレンド水の水質の違いですけれども、ブレン

ド水―南部水道企業団と企業局の水をブレンドした

水は、企業局の水と比べて窒素ですとか硬度、それ

から蒸発残留物の３項目の数値が高い状況にありま

す。ただし、水道法で定める水質基準は十分満足す

る値になっています。

３項目の数値が高いということ○新垣安弘委員

は、飲んでみて値段つけるとしたら、どちらがいい

ですか。

窒素それから蒸発残留物に○石新実配水管理課長

ついては少ないにこしたことはないかと思いますけ

れども、硬度につきましては高いと申し上げました

が、昨年度の水質検査結果によると123程度となっ

、 、ていて 水質基準の300に比べると大分低いですが

企業局が送っている水は西原系統、石川系統という

ことで35ぐらいですけれども、北谷浄水場の100と

比べると若干高いぐらいの数字になっておりまし

て、値段をつけるとなるとそれほど差はないのでは

ないかと思います。

最後に、通告は出していませんけ○新垣安弘委員

れども、今、糸満市に向けて送水管の布設をやって

いますよね。１車線の半分以上ぐらいを掘って、大

きい送水管を埋めてますね。結構長く続いていると

思いますけれども、道路からしたら、掘って埋めた

後よりもそのままのほうが表面は滑らかですよね。

掘って埋めたらでこぼこはどうしても出ますけれど

も、工事した後の表面の仕上がりといいますか、そ

こら辺の点検や管理はしっかりやっていますか。

今、委員がおっしゃるの○上地安春建設計画課長

は、恐らく県道77号線の与那原町から南下していく

ところの道路のことだと思います。そちらでは、現

在、西原糸満送水管布設工事をしております。基本

的に県道部分につきましては、工事に当たって計画

時点または完了時点でも道路管理者の指示・立ち合

いのもとに道路を復旧していくことになりますの

で、その段差による交通の影響がないようにという

ことで、道路管理者との調整、指示を仰いで工事を

完結させるようにしております。

具志堅透委員。○新垣良俊委員長

企業局から一、二点確認をさせて○具志堅透委員

ください。

まず１点目、沖縄県水道事業会計決算審査意見書

の９ページ、有収率について確認をとりたいと思い

ます。98.54％ということで、非常にいいという雰

囲気は持っています。全国平均あるいは九州平均等

々と比較しながら、いいほうなのか、これ以上有収

率を上げるのは難しいのか、その辺を含めて所見を

伺いたいと思います。

有収率については、全国的に○平良敏昭企業局長

。 、は大体99％とか98％ 大体99％が多いと思いますが

沖縄県企業局は98％台です。それについて私も何度

も職員たちと議論はしております。なぜ沖縄県が若

干の差はありますけれども99％まではいかないのか

という疑問―実は昨日も私は職員と議論しました。

結局、機器メーターの問題も含めて、要するに５％

以内は機器として問題ないという国の基準もあっ

て、仮に企業局の水が漏水すると、それだけの管で

、 。すので どうしても外に噴き出してくるのがわかる

ですから、漏水ということは考えられないというの

が私どもの結論でして、機器の何らかの誤差ではな

いかということで、約99％近いですから、それほど

問題はないだろうと。市町村が若干低いのは気にな

りますけれども、企業局としてはほぼ問題ないので

はないかと見ております。

例えば、本部町は公営企業会計を○具志堅透委員

持っていますけれども、有収率を上げるために古い

メーターを取りかえたりといったことをやっていま

したけれども、それも企業局としてもやってるとい

うことで理解していいですか。

問題のある機器は、当然、更○平良敏昭企業局長

新していくという立場で取り組んでおります。

次に、決算書から水源施設に対す○具志堅透委員

る事業的なものを探していますけれどもなかなか探

せなくて。その辺の部分はありますか。

先日、国頭村から要望があり○平良敏昭企業局長

ましたが、水源基金が平成24年度をもって終わった

わけです。金武ダムを最後に水源開発は終了という

ことで、金武ダムの完成に伴って水源基金も終了し

ました。今後どうするかといういろいろな意見もあ

りますけれども、現時点で企業局は何もしていない

というわけではなくて、ダム等の所在市町村には固

定資産税相当額を毎年払って、それが北部全体で14

億円ぐらい払っております ですから 市町村によっ。 、

て大きな財源になっているかと思います。一方で、

企業局の経営状況の見通しが、決算審査等もあるわ

けですけれども、今後やはり厳しくなっていくと。
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そういう中でどうするかという議論を我々内部でも

企画部とも連携しながら議論をしているという現段

階でございます。

その議論を待ちたいと思いますけ○具志堅透委員

れども、ぜひ、地域からかなり強い要望もあります

ので、また私もいろいろなことを提案させてもらっ

ていますけれども、それも踏まえてしっかりと協議

をしていただきたいと思います。要望でとめておき

ます。

次に、環境部ですけれども、世界自然遺産登録に

ついてお伺いしたいのですが、主要施策の成果に関

する報告書を見ますと、自然環境の利用と保全の現

状及び将来の利用予測の調査をしたということに

なっています。調査をした結果、どういうことが出

てきているのか。現状がどうあって、将来の利用予

、 。測とは何か あるいはその辺の説明をお願いします

この事業は世○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

界遺産登録の推進のためにということで一括交付金

を活用した事業で平成25年度からの実施になってお

ります。平成25年度は、世界遺産登録のために必要

な推薦書の中にどうしても出てくる生物種の目録と

いうことで、沖縄県内にどういう種がいるかという

ことで、その生物種の調査を実施しております。平

成25年度では、植物が約2484種、動物で9364種いる

という調査結果が出ております。それから平成26年

度は、ヤンバルと西表地域の自然環境を利用したス

ポットの現状がどうなっているのかということで、

オーバーユースを想定した調査を実施しておりま

す。調査に当たってはヤンバルを29のエリアに、西

表島は13のエリアに分けて、それぞれ地域ごとにど

ういう課題があるのかということを調査していると

ころでございます。例えばヤンバルですと、29エリ

アの中で３つ、４つは課題があるのではないかとい

うことで、例えば大国林道沿いですとか与那覇岳周

辺について、１つの提案として非常にアクセスもよ

くて、今後、世界遺産に向けて利用者数も伸びるだ

ろうと。サイン類―標識等も不足していて、道に迷

うとかというような危険も出るのではないかと。そ

、 、れから 大国林道とかは全線舗装されていますので

ロードキルの課題ですとかもろもろ課題が提案され

ている状況でございます。大国林道、与那覇岳以外

にもター滝周辺、玉辻山、慶佐次等々が課題の多そ

うなエリアということで提案されています。西表島

も同様に、船浦、ピナイサーラの滝ですとか、数カ

所そういう課題が提案されているという状況でござ

います。

そういった課題が浮き彫りになっ○具志堅透委員

てきているということでありますけれども、登録に

向けてはその課題を解決していかなければならない

ことなのか。そうであれば、当然、解決はしなけれ

ばならないだろうと思いますけれども、その辺のと

ころはどうですか。

今年度から、○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

前年度の結果を受けて、地域も含めた検討会―部会

も含めて組織しております。今年度は地域の中から

行政部門、それから地元を中心としたそういう部会

の両方を分けて、今後、行政が世界遺産登録に向け

て取り組むべき事項、それから地元住民を含めた取

り組みはどうあるべきかを、今後、検討会の中で議

論をしていくことになっております。

もう一つは、地元住民の合意形成○具志堅透委員

という点で懸念される部分があるのではないかと私

は考えています。その辺のところについてはどうい

う形であらわれていますか。

委員御指摘の○謝名堂聡自然保護・緑化推進課長

とおり、条件つきの同意ということで、ヤンバル３

村からも若干意見が出ております。世界遺産に向け

て取り組む際にどうしても必要になる法的保護担保

、 、措置ということで ヤンバルの国立公園化に向けて

今、環境省が取り組んでおりますが、それに当たっ

て、地元からの同意が必要ということで、同意につ

いて照会をしたところ、７月15日時点でヤンバル３

村から国立公園については条件をつけて同意すると

。 、いうことで回答が出ていると その条件については

それぞれ３村から出ておりますけれども、おおむね

７つから８つで、内容を紹介しますと、住民に理解

が得られるような丁寧な説明をしてください。それ

から、いわゆる国立公園化に当たっては地権者の財

産に制約がかかりますので、誠意を持って十分説明

してほしいと。それから、国立公園になった後は、

速やかに世界遺産に登録されるような体制で取り組

んでほしいと。それから、自然環境の再生ですとか

公園施設の整備ですとか、利用推進に当たっての整

備も主体的に取り組んでほしい、林業・農業含めて

地域の経済活動にも十分配慮してほしい等、７つ、

８つの要望が出ている状況でございます。それを受

けて、沖縄県も市町村同様に照会を受けている状況

でございます。実は、沖縄県はまだ回答はしており

ませんけれども、ヤンバル３村の条件を我々でも整

理をしながら、クリアができるという判断の段階で

回答はしたいと考えていて、まさに今、最終段階に

なっている状況でございます。
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今の条件つき同意―地元からの要○具志堅透委員

望的なことも含まれているのだろうと思いますけれ

ども、７つから８つの項目だと言っておりますけれ

ども、それに対しては誠意を持ってしっかりとクリ

アしながら、ぜひ、それに向けて頑張っていただき

たいと思います。

次に、主要施策の成果に関する報告書42ページ、

公共関与推進事業ですけれども、それに対する進捗

を教えていただきたいのと、もし課題があれば課題

もお願いします。

公共関与による産業廃棄○棚原憲実環境整備課長

物管理型最終処分場の整備、運営に関しましては、

、 、平成25年９月に建設予定地の名護市安和区 名護市

、 、沖縄県環境整備センター 以下センターといいます

沖縄県の４者で基本合意書を締結しております。建

設予定地の用地取得につきましては、平成27年６月

に用地全てをセンターが取得し、登記移転を完了し

。 、ております センターは平成26年６月から基本計画

基本設計業務、最終処分場設置許可手続に必要とな

、 、る生活環境影響調査業務を発注しており 基本計画

基本設計業務につきましては、平成27年３月に終了

しています。基本計画、基本設計を実施した結果、

所要資金が従来計画の約36億円から約86億円まで膨

らむ見込みとなったため、現在、事業費の圧縮につ

いて見直し作業を進めているところです。

36億円から86億円ですか。これは○具志堅透委員

圧縮できるような話ですか。それとも、86億円を圧

縮したとしてもわかりませんけれども、10億円ぐら

い圧縮したとしても、それでも事業は実施する予定

であるということでいいのかどうか。

資金が増加した理由とし○棚原憲実環境整備課長

て、県としましては、モデルとなるかなりハイレベ

ルな施設をつくろうということで基本計画に盛り込

んでいましたけれども、実際に基本計画を進めてい

く上で、土地の購入に要する費用がかなり想定を上

回ったこと。最近の労務単価、資材の高騰、それと

浸出水といいまして、上からしみ出て地下に集まる

水を高度処理する費用の中で、塩分を完全に取り除

くという高度処理にかなりお金がかかるというこ

と。地下水対策に係る工事費の増、消費税のアップ

等、建設費だけで従来計画約30億円から71億5000万

円に増加するということが要因となっていました。

これにつきまして、今現在、再度別の業者に工事の

詳細の見直しを依頼しておりまして、かなり圧縮で

きる部分については整理しながら、縮減を進めてい

るという状況です。

圧縮もやらなければならないだろ○具志堅透委員

うと思いますけれども、一方では、皆さんの事業内

容の目的等にも書いてありますけれども、公共の信

用力を活用しながらこういったものをつくろうとし

ているわけです。県が関与することによって、安全

性、信頼性を高めて地元も同意をしていると思うの

です。そこは前にも申し上げたことがありますけれ

ども、県がかかわるわけですからしっかりとしたも

、 、のをつくって 一切のクレームが出ないような形で

多少お金がかかるかもしれませんけれども、モデル

ケースとなると思いますので、そういった形での取

り組みを要望をしたいと思います。それに対してコ

メントがあれば。

我々としても公共関与事業と○當間秀史環境部長

いうものは、やはり今後の最終処分場のモデルとな

るような整備事業であると考えておりますので、今

後しっかり取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、環境再生事業です。先ほど○具志堅透委員

説明をしておりましたけれども、それの今現在の状

況を少し伺いたいと思います。

自然環境の保全再生事業の○永山淳環境政策課長

現在の進捗状況等を説明します。平成27年３月に、

自然環境再生事業の実施に当たっての基本的な考え

方を体系的に取りまとめた沖縄県自然環境再生指針

を策定しておりました。平成27年度から当該指針に

沿った再生モデル事業を東村の慶佐次川流域におい

て開始しております。目指すべき姿や必要な対策を

検討、実施するために、現在、７月と９月に地元の

関係者そしてまた関係部局等が集まって協議会を２

回開催しております。あわせて勉強会も２回開催し

ているところであります。今年度中には再生により

目指すべき姿を取りまとめた全体構想、それから具

体的な進め方を示した実施計画を策定する予定であ

ります。今後、着実に進めていきたいと考えており

ます。

ことし基本構想が終わって、全体○具志堅透委員

構想を次にやっていくと。そして実施計画に持って

いくということでいいですか。

要するに、目指すべき姿と○永山淳環境政策課長

いうものが全体的な構想です。平成27年度中に全体

的な構想と、例えば河川をつくるとかマングローブ

をどうするのかという具体的な実施計画、その両方

を今年度中に作成するということであります。平成

28年度に具体的に測量や設計に入り、平成29年度に

工事を執行するということを考えております。完成
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は平成30年度以降で、再生した自然環境の利活用―

実際の事業効果が検証できるのは平成30年度以降と

いうことで、いつという形では、今、ここでは申し

上げられません。

次に、公有水面埋立承認について○具志堅透委員

少し確認をとりたいと思っております。今回、翁長

知事が取り消しをしておりますが、環境部としてど

うかかわってきたのか。きのう土木建築部ともいろ

いろやりとりしましたけれども、土木建築部には第

三者委員会からの云々で、それの点検というか依頼

が来たと言いましたけれども、環境部としてはどう

かかわってきたのか、尋ねます。

今般の公有水面埋立承認の取○當間秀史環境部長

り消しについては、法的な瑕疵を検証するとした第

三者委員会において瑕疵が認められるということで

の報告がありまして、これに基づきまして所管部局

で手続がされたということであります。その際にお

いて、所管部局から環境部に意見を求められたとい

うことはございません。

意見を求められたことはない。第○具志堅透委員

三者委員会から瑕疵があると出ました。例えば、埋

め立ての必要性あるいは環境保全措置等があるの

で、その環境保全措置云々でも環境部局に求められ

たことはないですか。

はい、そのとおりです。○當間秀史環境部長

中川京貴委員。○新垣良俊委員長

今、せっかく環境部で聞いていま○中川京貴委員

すので、環境部から質疑したいと思っております。

先ほど環境部長が答弁したとおり、百条委員会、

代表質問、一般質問、また各委員会、土木環境委員

会でもそうですけれども、私は辺野古埋立工事、ま

た那覇空港第２滑走路、また泡瀬の埋め立て、一貫

として環境部は環境に影響があるというスタンスは

変わっていないと思っております。そういった意味

で環境保全措置についてあえて伺いますけれども、

県内では、現在、泡瀬の埋め立て、また那覇空港第

２滑走路埋め立てが進行中です。いずれも環境監視

等委員会を設置して、環境の専門家の意見と助言を

踏まえつつ、現在埋め立てを実施しております。こ

れは、基本的には法律にのっとって、３件とも埋立

事業を進められていると認識しておりますけども、

環境部長は、環境部としては環境に影響ある、しか

しながら事業としてはこれまで進められておりまし

た 知事がかわりまして そのスタンスが少し変わっ。 、

た関係で辺野古はとめられております。これは基地

だからとめられたのでしょうか。基地でなければ環

境に問題があっても進められるべき埋立事業なの

か、環境部長いかがでしょうか。

今回の承認取消の内容につい○當間秀史環境部長

ては、第三者委員会の報告を受けて、所管部局でど

のような判断がなされたかということは、環境部と

しては承知しておりません。

第三者委員会は環境部の意見は変○中川京貴委員

わっていないので意見を聞く必要はないという判断

だったと思います。しかしながら、沖縄県の継続性

のある行政を進めていくに当たって、工事中に想定

していなかった希少種が発見されることもありま

。 。す 専門家の意見を聞きながら適切に対応している

環境アセスメントにおいて十分に予測・評価し、環

境保全策を計画したとしても、そこにはある程度の

不確実性が必ず存在します。環境部として環境保全

を行うに当たって不確実性があることを認めます

か。

環境影響評価というものは、○當間秀史環境部長

まず従来の文献と現地調査等を行った上で、それら

のデータに基づき予測を行い、評価をして環境保全

措置をとるということになります。ですから、この

予測については一定程度の不確実性というものは、

当然、伴うとは考えております。

これは百条委員会でも、土木建築○中川京貴委員

部においても認めているのです。全て100％予測・

評価できないわけで、そのために不確実性があるか

らこそ、工事中にも環境監視等委員会の意見と助言

を聞いて、環境保全策を実施するということではあ

りませんか。

免許権者において、そのよう○當間秀史環境部長

な考えのもとに留意事項を付したと考えておりま

す。

だからこそ環境監視等委員会を設○中川京貴委員

置するということは、現時点でとり得る環境保全策

を講じていることになりませんか。委員会を設置し

ているということは。

環境監視等委員会につきまし○當間秀史環境部長

ては、先の埋立承認における留意事項の中で設置さ

れ、その設置の目的としては、事業者において普天

間飛行場代替施設建設事業を円滑かつ適正に行うた

め、環境保全措置及び事後調査等に関する検討内容

の合理性、客観性を確保するため、科学的、専門的

助言を行うことを目的として設置されたと理解して

おります。

だからこそ、そもそもこの委員会○中川京貴委員

が助言を行いながら事業を進めるという認識ではあ
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りませんか。

そういうことであります。○當間秀史環境部長

那覇空港第２滑走路についても、○中川京貴委員

新聞等で工事がストップした報道がありましたけれ

ども、それはどうしてストップしたのですか。

ただいま御質疑のあった件に○當間秀史環境部長

ついては、承知しておりません。

新聞報道を見た覚えがあ○古謝隆環境企画統括監

りますけれども、事実関係を確認したわけではござ

いません。たしか防止膜などの管理が余りよくなく

て、水の濁りが生じて漁業に支障が生じているとい

うような見出しだったかと思います。

だからこそ那覇空港第２滑走路事○中川京貴委員

業、泡瀬の埋め立て事業もそうですけれども、環境

監視等委員会を設置して、トラブルが発生したらそ

の都度クリアしていくというものではないのでしょ

うか。今、環境部長が答弁したとおり、そのとおり

だと言っていましたけれども、第三者委員会から環

境部に要請はなかったとしても、基地対策課からは

ありませんでしたか。

この承認取り消しに当たって○當間秀史環境部長

のそういった照会は、基地対策課からはございませ

んでした。

これは委員会ですので、議事録に○中川京貴委員

残ることでありますので、基地対策課から環境部に

対して、この今回の件の意見聴取はなかったという

ことで理解してよろしいですね。

特に意見を求められたことは○當間秀史環境部長

ありません。

先ほどから質疑、答弁が出ていま○中川京貴委員

すけれども、環境部は環境保全対策についての見解

や判断が異なるだけで、法的な瑕疵については何も

指摘しておりません。知事がかわったからといって

法的な取り扱いまで変えることはいかがなものかと

思っております。今回の承認取り消しも含めて、要

調査事項として要請したいと思います。

ただいまの質疑につきまして○新垣良俊委員長

は、要調査事項として提起したいということですの

で、提起する理由について簡潔に説明をお願いしま

す。なお、提起理由の説明については、質疑の時間

には含めないこととします。

ただいま環境部長に質疑しました○中川京貴委員

けれども、泡瀬埋め立て、そして那覇空港第２滑走

路、そして辺野古も含めて、環境部としての見解は

一貫として変わっておりません。しかしながら、事

業としては環境監視等委員会を設置して、その都度

トラブルや希少動物とか出ればそれを調査し、クリ

アしながら事業を進めていくという県の方向性に対

しては、今、那覇空港第２滑走路や泡瀬は進んでお

ります。しかし、辺野古については基地だからでき

ないのか、だめなのかということに対しては、環境

部長では答弁できませんでしたので、それを直接知

事に見解をお伺いしたいと思っております。

ただいま提起のありました要調○新垣良俊委員長

査事項の取り扱いについては、本日の調査終了後に

協議したいと思います。

中川京貴委員。

主要施策の成果に関する報告書の○中川京貴委員

40ページ。これは朝から少し出ていました海岸漂着

物の不用額についてです。これは各委員からも指摘

がありましたけれども、この６億円を国に予算要求

したときの根拠は何でしょうか。

予算要求に当たりまして○棚原憲実環境整備課長

は、平成23年度の実態調査を踏まえまして、実態調

査の存在量が１年間に8900立米。それを処理するた

めに要する経費ということで積算を積み上げまし

て、２年間の事業として要求しております。

しかし、きょうの朝からの答弁で○中川京貴委員

は、これが執行できなかった理由に、テトラポット

などがあって回収事業ができないところがあったと

言いますけれども、だからこそやるのではありませ

んか。

委員おっしゃるように、○棚原憲実環境整備課長

そういうところも確かにございますし、毎年流れて

くるという問題もありますけれども、県としまして

は、やはり海岸管理者とか、そこの海岸線を管理し

ております市町村のどこを優先的にやっていったほ

うがいいという意向を踏まえて、予算要求しており

ますし、実際に交付して事業執行しております。

これは概算要求をとって、国に要○中川京貴委員

求を出したのは県ですよね。市町村から集めて出し

たのですか。

実施要求市町村の要求額○棚原憲実環境整備課長

も含めて、管理者である県の土木建築部と農林水産

部等の要求額も踏まえ、我々環境部として国に要求

しております。

市町村がやる事業はもちろんそう○中川京貴委員

です。しかし、市町村ができなかったときの二段構

えとして、県が返還しないでそういった厳しいとこ

ろ―例えば市町村ができないところを予測して、県

がその次に市町村に契約させて、こういったところ

は専門的な業者に委託させる必要性はなかったかと
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いうようなことで。では今後、そこはそのまま放っ

ておくのかということです。難しいところの漂着物

。 。はいつ撤去するのですか 県の単費でやるのですか

御指摘のとおり、今回の繰越○當間秀史環境部長

額が大きなものになったというのは、１点目には、

予算計上時に精度の高い所要経費の見積もりができ

なかったという部分と、事業の進捗状況を的確に把

握することができていなかったかと思っておりま

す。今後につきましては、今おっしゃられたような

、 、 、場所 あるいは海底のごみの収集についても 今後

検討していきたいと考えております。

海岸漂着物以外にも国の事業で、○中川京貴委員

例えば各市町村から要望があってタイヤの処理と

か、廃車の処理等が過去にあったはずです。そのと

きは、多分1000万円が限度額だったと思いますけれ

ども、そういった場合は県が主導的にその市町村と

連携をとりながら、予算執行したはずです。違いま

すか。

使用済自動車の再資源化○棚原憲実環境整備課長

に基づいて、離島においては輸送費等に関する法律

の８割補助があるという事業があります。県が直接

補助をしているわけではなく、廃車に伴う基金を全

国に設置しておりますので、その基金から拠出して

その離島の輸送費の補助を行っております。

今おっしゃっているもの○古謝隆環境企画統括監

は、廃タイヤであるとか廃自動車などについて、以

前、随分滞積して、流通、リサイクルのシステムが

うまく回らない時期がありましたけれども、そのと

きに講じたものが特別調整費を使ったりとか、ある

いは国のグリーンニューディール基金がございまし

たので、その事業でもって離島を中心に処理したと

いうことはございます。現在、その事業はありませ

んけれども、たしか平成23年度ぐらいまでだったと

思いますけれども、そのころの事業だったかと思い

ます。

これは答弁したとおりです。それ○中川京貴委員

がありましたので、そういった事業を市町村と連携

をとりながら、二段構え、三段構えして予算執行し

ていただきたい。環境部長、いかがでしょう。

そういった過去の事例も踏ま○當間秀史環境部長

えながら、市町村と連携してごみ処理を進めていき

たいと考えております。

環境部について最後ですけれど○中川京貴委員

も、40ページ、豊かな自然環境の保全。自然と歴史

、 、というところで 世界遺産も含めて市町村―例えば

県がこの一帯を指定しますね。市町村、あるいは地

主との合意形成はとられているのでしょうか。

基本的に、例えば鳥獣の保護○當間秀史環境部長

及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく

鳥獣保護区の設定であるとか、あるいは自然公園法

に基づく公園区域の設定におきましては、地権者の

同意をとるようにということで、環境省からの通知

もございます。

例えば、権利売買によってその地○中川京貴委員

主の持ち物は変わりますよね。そのときに、指定を

外してくれと要請されたら外れますか。要するに、

県が買い上げするとか、市町村が買い上げするとい

うことで、自然保護する必要性はないですかと聞い

ているのです。

基本的に、そういった区域指○當間秀史環境部長

定をしたところについて、国あるいは県が購入する

ということは理屈としてはありますけれども、今ま

でについては、県はこれをやっていることはありま

せん。

環境部長、あえて聞きますけれど○中川京貴委員

も、豊かな自然を守るためには、財産保護をしなけ

ればなりません。それが個人の土地であって、県が

網をかぶせることによって個人が自由に使えないの

です。例えば駐車場にしたくても、環境を壊す。店

を開けたくても、できない。それを県が買い上げす

る。例えば、県から補助金をおろして市町村で買っ

てもらう、そして自然を残すという考えを環境部は

持っていないのですか。

そういった考えは、確かに欧○當間秀史環境部長

米ではナショナルトラスト運動といってよくあるこ

。 、 、とではあります 県としても 今後こういう手法は

確かに沖縄県の自然環境を守る上では有効だとは考

えておりますので、少し研究をさせていただきたい

と思います。

欧米の話をしているのではなく○中川京貴委員

て、欧米やほかでも推進されていることに対して、

もっと県はいろいろな一括交付金やいろんな予算を

活用して、環境部として推進していくのだと、やっ

ていきますという姿勢がないのですかと聞いている

のです。環境部としてあるかないかを答えてくださ

い。環境を守るために問題提起しているのです。

今おっしゃられた手法は、自○當間秀史環境部長

然環境を守るためには必要な手段の一つだと思いま

すので、今後、その部分のどういったことが考えら

れるのか、県として研究させていただきたいと思い

ます。

もう時間がありませんので、企業○中川京貴委員
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局に質疑します。

企業局は、これまでのダム建設または水源確保な

ど、安定供給の確保、安全でおいしい水の供給に取

り組んできたはずでありますけれども、今後、沖縄

県において断水はないと判断してよろしいのでしょ

うか、企業局長。

金武ダムをもって水源開発も○平良敏昭企業局長

終了ということで、先ほど午前中でもありましたよ

うに、水量が最大で１億1200万立法メートルを確保

しておりますので、今のところ大きな人口増も望め

ないし、それから観光客が現在でも717万人来てい

ますので、それを含めて十分供給しているし、今後

も見通しとしては問題はないということで、断水は

ないということでお答えしたいと思います。

これは企業局長が明言しておりま○中川京貴委員

すので、これから住宅―例えばアパートなどいろい

ろな建築物をつくるに当たって、これまで２階、３

階にタンクを設置するための別の予算が伴っており

ました。企業局長の答弁で、やはり将来断水がない

のであればつくる必要はないと。設計の段階でそう

なると思いますので、ぜひ企業努力をしながら、断

水のない水道事業を続けていただきたい。これは要

望です。もう一つは、第８次沖縄県企業局経営計画

の中で、定員管理の適正化ということで、民間委託

等を進めていくと答弁していました。また民間委託

されております。その成果と今後の課題を伺いたい

。 。です 石川浄水場とその他を指定管理しましたよね

第８次沖縄県企業局経営○大村敏久総務企画課長

計画の平成22年から平成25年度までの４年間で、名

護浄水場と石川浄水場、西原浄水場の３浄水場を民

間委託しております。実績としましては、人数は約

37名減となっておりますけれども、その分、委託業

者がかわってやっておりますので、官と民の連携で

より災害に強いライフラインの確保ができているも

のと認識しております。

成果や課題も含めて、今後、企業○中川京貴委員

局としてもそういった行政改革を進めていきます

か。

今、総務企画課長から答弁あ○平良敏昭企業局長

りましたけれども、平成22年から平成25年までの第

８次沖縄県企業局経営計画で職員数が24人ほど減に

なっております。それから、午前中にも質疑があり

ました海水淡水化施設の管理の合理化で動力費の削

減とかそういうことで、成果としては４年間の目標

の２億6000万円に対して４億円ぐらいの節減効果と

いうことで、一応、成果を上げております。今後、

やはり私どもとしては水道料金が安易に値上げにな

らないように、やはり経営の合理化、効率化、これ

は確実にやっていかなければならないと思っており

ます。そういうことで、第９次沖縄県企業局経営計

画でも目標として４年間で１億2400万円ぐらいの節

減目標を掲げているわけですけれども、民間委託も

含めて、今後、来年から久志浄水場の民間委託を、

今年度予算でも習熟訓練費ということで計上してい

ますけれども、この辺を進めながら全体的な経費の

節減に努力していくということで、第９次沖縄県企

業局経営計画を着実に進めながら対応していきたい

と考えております。

きょうは朝から水道事業について○中川京貴委員

質疑が出ておりましたけれども、御承知のとおり仲

井眞県政のときに、離島から水道料金を一元化にし

ていただきたいという要望が出ておりました。しか

し、企業局長の答弁では、離島を一元化することに

よって、今現在の水道料金が若干上がりますという

答弁をしていました、そうですよね。

幾ら上げるかどうかの議論○平良敏昭企業局長

は、これは議会でまた相談しなければならない事項

でもあります。現時点でどのぐらいのコストアップ

要因になるかということが問題なのです。精査をさ

年間でらに進めているところでありますけれども、

５億円ないし６億円ぐらいのコストアップ要因。こ

単純に割り算するれは収入を引いた分です。これを

と大体１立方メートル当たり３円から４円ぐらいの

数字になると。それをそのままストレートに値上げ

をするのかどうか、これは県政の判断、あるいは議

会の各議員の御判断も含めて、今後、議論をしてい

くわけですけれども、いずれにしても５億円から６

億円ぐらいはどうしてもコストアップ要因になる

と。しかしそれは、やはり先ほども申し上げた南北

大東の水道料金、沖縄本島で企業局が供給している

水道料金が大体10立方メートルで計算すると1400円

前後から千五、六百円前後ぐらいですので、やはり

格差が大きいという問題がありますので、沖縄県全

体をできるだけならしていく必要があると考えてお

りますので、やはり広域化はやっていかなければな

らないと考えております。

先ほどの答弁で一番高いところが○中川京貴委員

北大東村で 安いところが東村の650円 企業局は100、 。

円弱で売っているはずだけれども、650円で安く売

れる根拠は何でしょうか。

東村は独自の水源で、自分た○平良敏昭企業局長

ちで全部対応しております。その分だけコスト的に
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は水源費用も含め、負担が余りかからないという現

実がありますので、多分それで安くなっていると

思っております。

それであれば、企業局が供給して○中川京貴委員

いるところで一番安いところはどこでしょうか。

金武町で10立方メートル当た○平良敏昭企業局長

り800円です。

たしか県は103円か105円ですよ○中川京貴委員

ね。それが800円ということは１リットル当たり85

円ですか。その差額の30円、40円は金武町はもちろ

ん嘉手納町も行政努力しているのです。そういった

意味では、消費税も転嫁しておりません。地元は御

承知のとおり、本来の目的が公共の福祉の増進であ

。 、ることを忘れてはいけません そういった意味では

離島が一緒になったからと言って、水道料金を値上

げすることなく、そのために指定管理をしたりいろ

いろな行政改革があったはずですので、企業局長、

ぜひその辺は、お互い議会の承認があるかもしれま

せんけれども、離島が一緒になっても水道料金を値

上げすることなく、本来の目的である公共の福祉の

増進を推進していただきたい、いかがでしょうか。

中川委員のおっしゃる意味も○平良敏昭企業局長

よくわかりますけれども、やはり仮に５億円から６

億円のコストアップ要因になると、私ども企業局の

経営状況からすると大幅な赤字になる。ですから、

今後の管路の耐震化等、老朽化等、浄水場の計画的

な更新をやっていくためには、アセットマネジメン

トのサイクル年当たり大体130億円ぐらいの投資が

必要だと我々は見込んでおります。そうするととて

、 、 。も対応できない では どうするかという問題です

そこでいろいろな知恵が出てくるかもしれません

し、本当にそれを企業局の料金値上げで対応しない

となると、一般会計から繰り入れるのかと。毎年、

それだけのお金を繰り入れることが果たしていいの

かと。この辺は全体で議論しなければならないと思

います。ただ、やはり５億円余りの新たな負担増を

どうするか、これはぜひみんなで、また私どもも含

めて考えていかなければならないと思います。

以上で、環境部長及び企業局長○新垣良俊委員長

に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

再開いたします。○新垣良俊委員長

次に、決算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず初めに、要調査事項を提起する委員から改め

て提起する趣旨について御説明をお願いいたしま

す。

具志堅透委員。

公有水面埋立承認の○具志堅透委員 見出しにある

取り消しにおいて、取り消しの手法をとった理由と

、きのうの質疑の中で、重大な瑕疵の確認について

土木環境委員会としては、数量的な云々とか、瑕疵

の大小だとか、その辺の重大に瑕疵があるというこ

との確認がなかなか伺えない部分がありまして、知

事のこれまでの会見あるいは第三者委員会の報告を

聞いてもなかなか読み取れない部分がありまして、

その辺を直接知事から意見を確認したいということ

で、要調査事項に上げております。よろしく取り計

らいをお願いします。

具志堅委員の説明は終わりまし○新垣良俊委員長

た。

次に、中川京貴委員。

公有水面埋立承認の取り消しにお○中川京貴委員

私は土木ける環境保全対策に関する見解について、

建築部でも要調査事項で申し上げましたけれども、

環境部においても御承知のとおり、現在、泡瀬の埋

め立て、那覇空港の第２滑走路の埋め立てなどが進

行中です。辺野古ももちろんそうですが、環境監視

等委員会を設置して、環境の専門家の意見と助言を

踏まえつつ、埋め立てを実施しています。土木建築

部については法律にのっとって進めてきましたけれ

ども、環境部については辺野古の場合は基地だから

だめなのか、基地でなければいいのかということに

対して、環境部長の意見が求められませんでした。

その答弁は、知事本人にお伺いしたいと思います。

中川委員の説明は終わりまし○新垣良俊委員長

た。

次に、要調査事項の必要性及び整理等について、

休憩中に御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

休憩中に、要調査事項の必要性及び整理に（

ついて協議した。次に、反対意見及び特記

事項の有無の確認を行った ）。

再開いたします。○新垣良俊委員長

要調査事項につきましては、休憩中に御協議いた

しましたとおり報告することといたします。

次に、要調査事項として報告することについて反

対の意見がある場合には、その意見もあわせて報告

することとなっておりますので、反対意見がありま
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したら挙手の上、御発言をお願いいたします。

奥平一夫委員。

今、提案されている公有水面埋立○奥平一夫委員

承認の取り消しについては、そもそもそれを取り上

げること自体が、正直に言って、決算特別委員会の

場に非常にふさわしくない。ましてや、第三者委員

会の報告書を見てもなかなかわからないという認識

の違いは、知事を呼べという理由にはならない。そ

ういうことで、私は反対です。

ほかにありませんか。○新垣良俊委員長

嘉陽宗儀委員。

同じことの繰り返しですけれど○嘉陽宗儀委員

も、そもそもの発端は、前知事が公有水面埋立法に

違反して埋立承認をしたことがきっかけです。その

中身についても、私は百条委員会でも言ってきまし

たけれども、明確に今の知事になってからやったこ

とについては、正しい。ですから、前知事がでたら

めなことをしたことについては、やはり議会で正常

化しないといけないです。

ほかに意見はありませんか。○新垣良俊委員長

（ 意見なし」と呼ぶ者あり）「

意見なしと認めます。○新垣良俊委員長

次に、特記事項について御提案がありましたら挙

手の上、御発言をお願いいたします。

なお、特記事項は、議案に対する附帯決議のよう

な事項を想定しております。

意見はありませんか。

（ 意見なし」と呼ぶ者あり）「

意見なしと認めます。○新垣良俊委員長

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における質疑・答弁の内容を含む

決算調査報告書の作成等につきましては、委員長に

御一任願いたいと思いますがこれに御異議ありませ

んか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○新垣良俊委員長

よって、さよう決定いたしました。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後４時８分散会
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